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令和７年３月予算審査特別委員会 

 

令和７年３月１１日（火曜日） 

 

 

◎ 出欠席委員氏名 

 

     佐  藤  修  二  委員長       石  垣  光  洋  副委員長 

 

出 席 委 員（１３名） 

 １番 安 達 智 勇 委員  ２番 漆 山 光 春 委員  ３番 安孫子 真 弥 委員 

 ４番 東海林 信 弘 委員  ５番 石 垣 光 洋 委員  ６番 増 川 憲 一 委員 

 ７番 木 村 章 一 委員  ８番 佐 藤 修 二 委員  ９番 鈴 木 英 友 委員 

１０番 林     智 委員 １１番 奥 山 英 幸 委員 １２番 吉 田 芳 美 委員 

１４番 細 矢 誓 子 委員   

 

欠 席 委 員（０名） 

 

◎ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 田 川 美和子 事 務 局 長  鈴 木 淳 子 主 幹 

 須 藤 隆 一 議 事 係 長  岡 崎 美 穂 主 査 

 

◎ 説明のため議場に出席した者の職氏名 

 森 谷 俊 雄 町 長  河 内 耕 治 副 町 長 

 板 坂 憲 助 教 育 長  清 野 一 晴 監 査 委 員 

 須 藤 俊 一 
防災・危機管理監兼 
総 務 課 長  真 木 秀 章 防災危機管理課長 

 日 塔 俊 浩 空き家対策主幹  牧 野 隆 博 
政 策 推 進 監 兼 
企 画 財 政 課 長 

 日下部 敦 子 くらし応援課長  今 田 史 明 生活環境企画主幹 

 今 部 憲 治 税 務 町 民 課 長  矢 作   勲 健 康 福 祉 課 長 

 池 田 恵 子 こどもみらい課長  佐 藤 晃 一 
農林振興課長併 
農業委員会事務局長 

 軽 部 広 文 商 工 観 光 課 長  土 方 一 郎 都 市 整 備 課 長 

 大 泉 正 博 上 下 水 道 課 長  軽 部 昭 博 
会 計 管 理 者 兼 
会 計 課 長 

 宇 野   勝 学 校 教 育 課 長  秋 場 弘 昭 生 涯 学 習 課 長 
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 鈴 木 淳 子 監査委員事務局長  庄 司 祐 一 
総務課長補佐兼 
働き方改革推進係長 

 丹 野 晋 尚 
企画財政課長補佐兼 
財 政 係 長   

 

◎ 委 員 会 日 程 

 

令和７年３月１１日（火） 午前９時開議 

 

 委員会日程第２号 

   日程第１   付託案件の審査、採決 

     議第１０号  令和７年度河北町一般会計予算について 

延  会 

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       委員会日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○佐藤委員長 おはようございます。 

   本日の欠席通告委員はありません。 

   ただいまの出席委員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日は、平成23年３月11日に発生しました

東日本大震災から14年を迎え、午後２時46分

から１分間、黙禱をささげたいと思いますの

で、ご協力をよろしくお願いいたします。 

   本日の委員会日程は、お手元に配付のとお

りであります。 

○佐藤委員長 日程第１、付託案件の審査、採決

を行います。 

   議第10号令和７年度河北町一般会計予算に

ついての質疑を続行します。 

   委員長から申し上げます。 

   予算審査特別委員会ですので、一般質問に

類するような発言は避けてくださるようお願

いします。 

   なお、質疑の際は、最初にページ、款項目

節を示して、質疑の内容を簡潔明瞭にお願い

します。また、答弁する側も簡潔明瞭に答弁

をお願いいたします。 

   令和７年度河北町一般会計予算の歳出の１

款議会費から４款衛生費までの質疑を続行し

ます。 

   それでは、「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 おはようございます。 

   私から２点ご質疑をさせていただきます。 

   最初に、66、67ページ、３款２項２目１節

児童手当費の件でお尋ねいたします。これに

ついては、本年度当初予算、5,000万円ほど

増額となって令和７年度計上されております

が、本年度と来年度、これは国と県の支出が

影響されているかと思うんですが、その違い、

令和７年度の内容を教えてください。 

   もう１点、次のページ、68、69ページ、３

款２項４目５節のこども家庭センター費の中

の子育て世帯訪問支援事業委託ですが、これ

も昨日から同僚委員からも質疑があっていま



 

- 185 - 

すが、この新規事業について令和７年度に行

うきっかけというものがありましたら教えて

ください。 

   以上２点、お願いいたします。 

○佐藤委員長 「池田こどもみらい課長」 

○池田こどもみらい課長 おはようございます。 

   66ページ、67ページ、３款２項２目児童措

置費の児童手当費になります。 

   こちら増額の理由としまして、令和５年12

月22日に閣議決定されましたこども未来戦略

に基づいて、児童手当の抜本的拡充が令和６

年10月から実施されたことにより増額してい

るものになります。既に今年度、令和６年10

月から制度改正後の児童手当費のほうを支給

しているところでありますが、令和６年度は

半年分の増額ということで、令和７年度の予

算については１年分ということでさらに増額

になっているものです。 

   改正の内容としましては、所得制限の撤廃、

高校生年代までの支給期間の延長、多子加算

について第３子以降３万円とするもので、カ

ウントの方法については、高校生年代までの

扱いを見直し、大学生に限らず22歳の年度末

までの上の子について、親等の経済的負担が

ある場合はカウントの対象とするものです。

また、支払い月を年３回から隔月、偶数月の

年６回の振込に変更になったところです。 

   続きまして、68、69ページ、３款２項４目

子育て支援センター費の中の子育て世帯訪問

支援事業委託料についてになります。 

   こちら事業を行うきっかけということであ

りますが、こちらは、令和４年の児童福祉法

等の一部を改正する法律において、家事・養

育に係る援助や子育てに関する情報の提供、

その他必要な支援を行う子育て世帯訪問支援

事業が新設されました。令和６年４月の改正

法施行により、子育て世帯訪問支援事業の実

施について、市町村の実施について努力義務

が課せられたものであります。 

   今のところ該当する方の情報はありません

が、児童虐待の防止を図り、児童の健全な育

成を図る上で、養育環境が深刻な状況となる

前に支援を提供できる事業ということで、大

変重要な事業だと思い、事業のほうを開始す

ることにしたものです。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 再質疑いたします。子ども手当につ

いて再質疑です。 

   この金額については、実際、小学生以下、

中学生以下なのか、手当てについては幾ら増

額になるかという具体的な金額とかは出てお

りますでしょうか。お願いします。 

○佐藤委員長 「池田こどもみらい課長」 

○池田こどもみらい課長 令和６年９月までです

と中学生までの子供を養育している方に支給

しておりまして、出生から３歳未満ですと月

１万5,000円、３歳から小学生、第１子、２

子の場合ですと１万円、第３子以降は１万

5,000円というものでした。 

   令和６年10月以降の制度改正後につきまし

ては、出生から３歳未満が月１万5,000円、

３歳から高校生までの第１子、２子が１万円、

ゼロ歳から高校生までの第３子以降について

は３万円となっているものです。 

   以上になります。 

○佐藤委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 ありがとうございます。以上、終わ

ります。 

○佐藤委員長 以上で11番奥山英幸委員の質疑を

終わります。 

   次に、「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 それでは、私のほうからも２点ほど

お伺いします。 

   68ページ、69ページ、３款２項４目５節こ

ども家庭センター費ということで子育て世帯
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訪問支援事業委託料76万8,000円ですけれど

も、もう皆さん、１番、７番、10番、11番の

議員の皆様もいろいろお尋ねになっています

けれども、私からも２点ほどその中のことで

お伺いします。 

   対象件数ということで、２世帯８日間とい

うご回答がありましたけれども、この２世帯

８日間の内訳というんですかね。多分、この

事業というのは訪問しての活動システムとい

うことですので、一日の稼働する時間なんか

は何時間ぐらいという制限があるのかないの

か、その辺のところをお尋ねします。 

   それから、74ページ、75ページ、４款１項

２目４節母子保健事業ですか、産後ケア委託

料の62万円です。 

   これも、昨年もこの事業は上がっていたと

思うんですけれども、やはり少子化に向けて

の対策として、出産、育児が大変つらいと思

わないケアが私はとても大事だと思っており

ますので、そういう悩みに寄り添う施策だな

と思って高く評価しているものでございます

が、その事業の内容ですけれども、昨年はス

テイ型というのと宿泊型というのが多分あっ

たように記憶しておりますけれども、その内

容、事業内容をお知らせください。 

○佐藤委員長 「池田こどもみらい課長」 

○池田こどもみらい課長 68ページ、69ページ、

３款２項４目子育て支援センター費の中の子

育て世帯訪問支援事業委託料の何回利用でき

るかということですが、２世帯を予想してお

りまして、一日２時間まで利用するというこ

とで、こちらも週２回までの利用になります。

そのことから、２世帯の８日間、一日２時間

まで、週２回までということで、８日間の１

年分、12か月分という予算になっています。

こちらは委託料としてお支払いする分になっ

ています。 

   74ページ、75ページ、４款１項２目予防費

の中の母子保健事業、産後ケア委託料62万円

の事業内容についてであります。 

   こちらは、デイサービス型といいまして日

帰り利用については、１回の出産につき７日

まで利用できます。こちらの７日までという

のが、連続した７日でも大丈夫ですし、分割

して取ることも可能となっています。利用料

金は500円で、昼食つきになっています。 

   ショートステイ型というのが宿泊型という

もので、１回の出産につき７年度からは７日

まで利用できることになっています。こちら

のほうも、連続しての利用もできますし、分

割して利用することもできるというものです。

利用料金のほうは３食つきで1,500円になっ

ています。 

   令和７年度から新しく行いますアウトリー

チ型ということで、訪問型の産後ケア事業に

つきましては、１回の出産につき３回まで利

用することができます。こちらのほうは利用

料金が500円となっているもので、県の助産

師会のほうに委託しております。助産師会の

ほうに登録している助産院さんを選んでもら

って訪問をしていただくという内容になって

おります。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。 

   先ほどの子育て世帯訪問支援事業のほうで

すけれども、やはりこの子育て世帯、訪問し

て支援をするというこの事業が、訪問という

ところが新しい取組であるんだなと感じてお

ります。やはりお宅に行って育児をされてい

る状況とか、子育てをしているご家庭の中に

入るということはやはりすごく感じるものが

あると思うんですね。だからこれは、来てい

ただいて相談を受けるというあれよりも、訪

問して状態を知って、それに合ったような助

言をしてあげたり支援をするという事業、こ
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のシステムというのはとてもいい事業だなと

本当に思っております。 

   こちらのほうの事業委託先というのはどち

らになっておられるのか、また、その事業を

受けた方はどういう資格というものが必要な

のか、その辺のところをお尋ねします。 

   それから、先ほどの産後ケアのほうですけ

れども、先ほど利用者の中身も利用する方法

なども説明をいただきましたので、大変よく

分かりました。皆さんがやはりきちっとそう

いう制度があるということの周知をよくして

いただきまして、出産もその後のケアという

のも、そんなに大変じゃないよ、あなた一人

じゃないよと言ってあげて守ってあげるとい

う、そういう姿勢というのはとても大事だと

思いますので、こちらのほうは分かりました。

先ほどの質問だけお答えいただければよろし

いです。 

○佐藤委員長 「池田こどもみらい課長」 

○池田こどもみらい課長 委託先につきましては、

社会福祉協議会を予定しております。 

   訪問者の資格ということでありますが、訪

問支援員は、保健師、助産師、看護師、保育

士等の有資格者のみならず、子育て経験者や

ヘルパー等がなることも可能であるというこ

とであります。資格要件は特にないというこ

とで、ヘルパーさんについては研修を受けて

いただいてから訪問をしていただくことにな

っております。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 はい、分かりました。私は、子育て

というところに教員をなさった方が入ったり

するのかなと、そういう資格もあるのかなと

思ってお尋ねしたところでした。分かりまし

た。ありがとうございます。 

○佐藤委員長 以上で14番細矢誓子委員の質疑を

終わります。 

   以上で１款から４款までの質疑を終結しま

す。 

   次に、５款から８款までの質疑の通告を求

めます。 

   （１番、４番、５番、６番、７番、９番、

10番、11番、12番、14番の通告あり） 

   確認します。１番、４番、５番、６番、７

番、９番、10番、11番、12番、14番。落ちあ

りませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   それでは、「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 それでは、質問させていただきます。 

   96、97ページ、７款１項４目でございます。

動物園費ですけれども、イベント委託料33万

円とありますけれども、このイベント委託料

には、動物園がリニューアルして初年度にな

るものですから、初年度に当たっての特別な

イベントがあるのかないのか、その予算はこ

こに入っているかどうか、まず１つお伺いし

ます。 

   あと、同じく動物購入費６万6,000円とあ

るんですけれども、６万6,000円で動物何を

買うのか教えていただきたい。 

   あと、同じく建築工事ということで1,800

万円。これはさっきの説明で熊舎の建設費と

あるんですけれども、この熊舎につきまして

は、熊舎自体の完成はいつ頃を目指している

のか、あと熊が入る予定はいつ頃になるのか、

その辺が分かれば教えていただきたいと思い

ます。 

   以上、お願いします。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 96ページ、97ページ、７款

１項４目観光施設費、動物園費の中の委託料

のイベント委託料になります。こちらのほう

の予算33万円ということで、このイベントの

内容につきましては、４月27日オープン予定

のリニューアルの際のイベント料、さらには
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夜の動物園でのイベント料になっておるとこ

ろであります。 

   それから、動物購入費６万6,000円でござ

いますが、こちらのほうは小動物の購入とい

うことで、現在のところはウサギとモルモッ

トを予定しているところでございます。 

   ３点目の野生鳥獣類救護所費の建築工事で

ございますが、ご質疑ございましたように熊

舎の建築を予定しておるところであります。

予算につきましては1,800万円ということで

ございますが、完成時期につきましては年度

内完成と考えているところでございます。な

お、熊の救護というところでは現在のところ

未定でございます。 

○佐藤委員長 「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

   動物購入費６万6,000円につきまして、今、

小動物、ウサギとかモルモットの購入資金と

いう話だったんですけれども、以前、飼育員

さんから聞いたところによりますと、やはり

コロナ禍以降、小動物については買っていな

いというか増えていないと。やはりそんな関

係もあって、小動物についてはウサギもモル

モットも高齢化が進んでいるということで、

ぜひやはり、補充という言い方はちょっと動

物には失礼かもしれませんけれども、あれば

いいなという話を聞いたんですけれども、や

はり今度のリニューアルの動物園は、ふれあ

い館とかふれあい広場とか、触れ合いという

のが一つのキーワードになっていると思うん

ですね。ぜひですね、モルモット、ウサギも

いいんですけれども、そういう高齢化が進ん

でいるとなれば、具体的にこの６万6,000円

でどのぐらい買う予定なのか。１匹２匹の値

段なのかな、それともやはり、どういう計画

なのか、その辺は具体的には分からないんで

しょうか。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 ウサギ、モルモットについ

ては、種類にもよりますので金額は大きく異

なる場合もございます。ただ、今考えている

のは、現在ウサギが少なくなってきていると

いうことで、ウサギを中心としては考えてお

りますが、なかなか生きている年数がそんな

に小動物に関しては長くないということもあ

りますので、随時動物を購入してまいりたい

と考えております。 

○佐藤委員長 「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 これについては、一、二年で増やす

というのは当然無理だと思うんですけれども、

ただ、繰り返しになりますけれども、やはり

動物園、児童動物園の一つの売りはさっき言

った触れ合いだと思うんですね、小動物園な

りのよさというのをやっぱり引き出して、今

後も谷地動物園らしい、児童動物園らしい方

向性を示していただきたいと思いますので、

ぜひそこには力を入れていただいてお願いし

たいと思います。 

   あと、熊舎につきましては、いろいろな事

情があるのは分かりましたけれども、じゃあ

それが、例えば熊がいつ頃入るのかというの

はいつ頃分かるんでしょうか。というのは、

やはり来てから町民もしくは来訪者に来たよ

と教えるんじゃなくて、いつになったら来ま

すよということをやはり前もってお知らせし

たいという気持ちが私はあるものですから、

入るということが分かるのはいつ頃になるの

か、それだけ分かるでしょうか。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 いつ頃入るのかというご質

疑かと思いますが、まず建物がまだ建設され

ておりませんので、建物の進捗状況によりま

して熊が入る時期も決まってくるかと思いま

す。 

○佐藤委員長 「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 そうすると、確かに、物ができるの
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が分からないうちにいつ頃入るか当然分から

ない、そうですけれども、じゃあ、建物が完

成したからすぐに入るというわけでもないわ

けですよね。ですから、しつこいようですけ

れども、とにかく早め早めにやはり町民にそ

の辺は、熊に限らないんですけれども、せっ

かくの児童動物園のリニューアルオープンで

すから、早め早めの仕掛けというかＰＲとい

うか、そういうのはぜひ教えていただきたい

と思います。 

   以上で終わります。 

○佐藤委員長 以上で９番鈴木英友委員の質疑を

終わります。 

   次に、「10番林智委員」 

○林委員 それでは、よろしくお願いします。 

   まず初めに、78ページ、５款１項２目職業

訓練センター費ということで、施設備品、先

日も調査のほうで説明がありましたが、机20

台、椅子40台を入れ替えるということで、現

在の数の半分の台数を入れ替えるとお聞きし

ましたが、入れ替えた際に今まで使われてい

たものはどのように対応するのか。ただ処分

になるのか、関連施設等に移動して使えるも

のをまたそのまま使っていくと考えているの

か、お聞きします。 

   次に、86ページ、６款１項６目農村環境改

善施設費の中で、建築工事ということで西里

農村環境改善センター内装改修工事というこ

とで、こちらも先日説明を受けましたが、老

朽化のための内装の改装ということですが、

河北町、これからいろいろ大きな公共工事を

考えている中で、この改善センターというも

の、決まっていない中ですが、今後どれぐら

い利用を考えていくのかを、耐用年数ですね、

これからどれぐらいの期間というのを何か検

討しているのかお聞きします。 

   次に、90ページ、７款１項１目商工総務費

の中でかほく魅力発信事業委託料ということ

で、今年度は、今までの丸の内の地下や青空

市場に加えて、二子玉川の高島屋や３×３

Ｌａｂ、東大駒場キャンパス等でのＰＲも行

うということですが、せっかく河北の魅力を

発信する事業を行う上で、魅力発信だけでな

く移住などのＰＲイベントも同時に開催しな

いのか。やはり一緒にやることでの相乗効果

というのは大変期待される部分があると思う

のですが、関連してそういった事業を行わな

いのか、確認させていただきます。 

   次に、90ページ、７款１項１目、同じく商

工総務費の中で河北町アンテナショップ割引

券交付金とありますが、この割引券交付を行

っている目的を伺わせていただきます。 

   次に、92ページ、７款１項２目商工業振興

費の中で河北町みらい応援創造支援事業費補

助金がありますが、こちらのほうどのような

形で補助対象の方を選定するのか、事業内容

についてお伺いします。 

   次に、96ページ、７款１項４目観光施設費

の中で紅花資料館費がありますが、先月もイ

ルミネーション事業やふゆまつり等々、様々

な形で努力、頑張ってくださっていることを

拝見させていただいていますが、そういった

中で、イルミネーションなど今回少し暗かっ

たかなと感じているのですが、そういった対

応、どのような感じで行政のほう関わってい

るのか、改めてお伺いします。 

   次に、96ページ、７款１項４目観光施設費

の中の道の駅河北費ですが、こちら、現在、

道の駅河北の中に電気自動車等の充電設備が、

前のやつがビニールシートがかかったまま昨

年からずっとなっているわけですが、河北町

でもゼロカーボンについて努力していくとい

う中で、そのような状態でいいのか、何か検

討しているのかお伺いします。 

   次に、96ページ…… 

○佐藤委員長 10番林委員に申し上げますが、今
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のは何ページの何款何項。 

○林委員 96ページ、７款１項４目です。道の駅

河北費です。 

○佐藤委員長 のゼロカーボン。 

○林委員 道の駅河北に電気自動車の充電設備が

あるのですが、使われないままブルーシート

がかかっているのはおかしいと思います。そ

ういった施設のほうの管理費…… 

○佐藤委員長 予算の中のどこの部分ですか。 

○林委員 道の駅河北にそういった設備があるに

管理保守なっていないのはおかしいと思うの

で、そういった管理をしないのかと聞いてい

ます。道の駅河北の中で聞いています。 

○佐藤委員長 款項目節、そして右側に説明のた

めの細節があるわけですが、そこに予算が盛

り込まれていますので、そこに沿った形での

質疑をお願いします。 

   それから、その前に、紅花資料館のイルミ

ネーション、今年、６年度の分やったやつが

暗かったのはどうしてかというのは６年度の

審査でお願いします。 

○林委員 はい。では、すみません、先ほどのイ

ルミネーションですが、今年暗かったわけで

すが、来年度こういうふうにならないように

何かその予算の中で検討しているのかをお聞

きします。 

   では、次に96ページ、７款１項４目として、

これも観光施設費の中の道の駅河北費で電気

工事というものが上げられております。近年、

リニューアルオープンしていろんな工事を行

ったわけですが、そういった中で今回新たに

外の照明をまた改装するということできたわ

けですが、道の駅というのはいろんな拠点に

なる部分でもあるわけですが、どのような照

明がつけられるのか、分かる範囲で説明をお

願いします。 

   次に、100ページ、８款２項２目道路維持

費の中で街路樹管理業務委託料があります。

街路樹の適正管理を委託しながらお願いして

いるということですが、生きているものです

から、管理してもその後いろいろな変化があ

るのは十分承知している中で、やはり通行す

る中で顔にかかるぐらい枝が伸びてくるよう

な状況では大変危険だと私は判断しています。

そういった中で今後どのような管理体制を考

えていくのかをお聞きします。 

   次に、106ページ、８款４項２目公園管理

費の中で管理業務委託料とありますが、今年

度例年になく雪が多かったせいなのか、樹木

等雪で折れている状況が見られますが、この

業務管理というのは冬の間もお願いして行っ

ているのか、来年度等そういった樹木等に対

してどのようなことを管理業務としてお願い

する予定なのか、検討内容があればお聞かせ

ください。 

   同じく、106ページ、８款４項２目公園管

理費の中の電気工事ということで、照明工事

や高圧気中開閉器等々更新ということであり

ますが、照明工事はどのようなものを検討し

ているのか、照明工事について、照明の種類、

簡単に説明できる範囲の中でお聞かせ願えれ

ばと思います。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 まず、78ページ、79ページ、

５款１項２目職業訓練センター費の施設備品

の処分についてでございますが、このたび椅

子、机の更新をするということで、約半分を

更新する予定でございます。既存のものにつ

いては一応処分を予定しております。 

   飛びますけれども、90ページ、91ページ、

７款１項１目商工総務費、かほく魅力発信事

業委託料でございます。魅力発信事業、令和

７年度におきましては、先ほど委員からご質

疑あったように、都内でのイベントをさらに

増やして魅力を発信してまいりたいと考えて
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おります。その際の移住定住のＰＲというこ

とでございますが、商工観光課としては予算

は持ち合わせておりません。 

   次に、同じく90ページ、91ページ。７款１

項１目、失礼しました、92ページ、93ページ

になります。河北発信事業、河北町アンテナ

ショップ割引券交付金ということでございま

す。この内容につきましては、かほく発信大

使の方々に名刺をお願いいたしまして、その

裏側にアンテナショップの割引券が記載され

ております。アンテナショップの誘客につな

げることとより効果的な町のＰＲを図るため、

このような事業を実施しております。割引券

１枚につきましては200円としまして、１会

計につき1,000円以上の購入をいただいたお

客様がご利用になれるという事業内容となっ

ております。 

   続きまして、同じく92ページ、93ページ、

７款１項商工業振興費の中の企業支援費、河

北町みらい応援創業支援事業費補助金でござ

います。この事業対象でございますが、事業

対象者は町内に主たる事業所を設けて起業す

る中小企業等とさせていただいております。

中身につきましては、ハード整備については、

経費の２分の１以内、１事業者につき200万

円ということで、さらには、山形県商工業振

興資金、開業支援資金の第１号を交付いただ

いた方でございます。その融資に対しての利

子分を補給するという内容でございます。 

   続きまして、96ページ、97ページ、７款１

項４目観光施設費の中の紅花資料館費の中で

のご質疑かと思います。今年度行われました

ふゆまつりということで、約700名の方がご

来館なさっていただきました。子供さん中心

に非常ににぎやかなふゆまつりとなったとこ

ろでございます。ご指摘ございました、イル

ミネーションが若干暗いんじゃないかという

ことで、今年度においては、いわゆるどまん

なか探訪プロジェクトで購入しておりますイ

ルミネーションを借用したところでございま

したが、不具合等もあり全てが点灯ならなか

ったということを踏まえまして、令和７年度

においては、こちらの事業は一般社団法人観

光物産協会が主催として実施している事業で

ございます。もし次年度開催するようであれ

ば、そういったところを改善するようこちら

からも指導させていただきたいと思っており

ます。 

   それから、同じく96ページ、97ページ、７

款１項４目観光施設費、道の駅費の電気工事

でございますが、こちらのほうは館内の電気

のＬＥＤの交換と、照明器具の交換というこ

とでございます。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 84ページ、６款１項６目、

説明の中では87ページにございます、農村環

境改善施設費の中の建築工事456万5,000円の

予算であります。西里農村環境改善センター

の建築工事でありますが、内装工事に充てる

費用であります。 

   西里農村環境改善センターにつきましては、

昭和56年に建築した建物であり、大分老朽化

が進んでおります。質問の中で今後どれぐら

い利用するのかということでありますが、長

寿命化を図りながら施設の修繕を行い、当分

の間利用していくということで考えておりま

す。地区にとっても大事な建物、センター機

能もございますので、当分の間、センターを

修繕しながら活用していきたい、利用してい

きたいという考えでございます。 

○佐藤委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 100ページ、101ページ、８

款２項２目道路維持費の樹木管理業務委託料

になります。樹木管理業務委託のまず内容と

しましては、植樹ますの除草ですとか除草剤
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の散布または消毒作業、雪囲い作業のその撤

去作業と剪定作業になります。議員がおっし

ゃっているのは剪定作業のことだと思います

けれども、危険のないような適正な管理で、

来年度、７年度進めさせていただきたいと思

っております。 

   続いて、106ページ、107ページ、８款４項

２目公園管理費の管理業務委託料ですけれど

も、管理業務というのは、トイレの清掃です

とかふれあい館の管理業務、あとは除草業務

委託などの管理業務ということになっており

まして、冬の間ということでしたけれども、

冬の間は、開いているトイレはございますの

で、そちらのトイレの清掃などを管理業務と

して行っております。また、ふれあい館のほ

うも行っているような形になっておるところ

です。 

   続いて、同じページの同じ都市公園費の電

気工事ということで、来年度、７年度は、田

中公園にあります照明灯の更新ということで、

ＬＥＤの照明灯具を使った照明を交換したい

と考えておるところです。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。それでは、改

めて質疑をさせていただきます。 

   まず初めに、78ページ、５款１項２目職業

訓練センター費の施設備品ということで、入

れ替えたものは処分するということでありま

すが、まだまだ使えるものもあるのかなとい

う中で、必要なものが足りていない施設に移

動するなり、または町民の方で欲しい方等に

譲る等、そういった部分もあってもいいのか

なと。図書館等でも本の古いものを欲しい方

にリサイクルという形で配付というかやって

いるような形で、もちろん残ったものは処分

でもいいと思うんですが、そういった処分す

る前に有効活用ということを検討できないの

か、改めてお伺いします。 

   今度は90ページ、７款１項１目商工総務費

の中の河北発信事業費、かほく魅力発信事業

委託料ということで、商工観光課のほうでは

移住に関してはということでありますが、や

はりこれからの時代というのは課単独だけで

なく連携というのがとても大事なことになっ

てくると私は思っています。そういった中で、

やはり複数の課が連携しながら１つの事業を

やることによって、より大きい効果が得られ

ると思っています。せっかく河北の物産展に

来て河北町はいいねと思ってくれる方がいる

ときに、行ってみたいな、住んでみたいなと

つながるような、そういった事業になるよう

にぜひ町としてその辺を検討していただけれ

ばと思うのですが、改めてそこを回答いただ

けるようでしたらお願いします。 

   次に、92ページ、７款１項１目商工総務費、

同じく河北発信事業費の中のアンテナショッ

プ割引券交付ということで、かほく発信大使

の方にお願いしての割引券交付ということで

ありますが、やはりここもそんな形で発信大

使の方を活用しながらの部分でありますが、

町としてやはりこのアンテナショップをどの

ようにバックアップしていくのか、また、今

あった発信大使の方、どのような形で町の魅

力を発信してくださっているのか、分かる範

囲で結構ですのでお答えお願いします。 

   次、92ページ、７款１項２目商工振興費の

中の企業支援費、河北町みらい応援創業支援

事業給付金です。これは新しく町内の企業の

方で起業する方のためと説明いただきました

が、この補助金を頂くに当たっての審査基準、

どのような形の審査会になっているのか、そ

の辺分かればお知らせください。 

   あと、96ページ、４款１項４目観光施設費

の中の道の駅河北費ということで、電気工事、

館内ということでしたが、建物内ということ
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でいいのか改めて聞きます。前回のリニュー

アルのときにそういった館内のＬＥＤ化はな

っていなかったのか、ある程度そういったこ

ともなっていたのかなというちょっと認識だ

ったので、改めて説明をお願いします。 

   次、100ページ、８款２項２目道路維持費

の中の街路樹管理費、業務管理委託というこ

とで、危険のないように剪定していただくと

いうことなんですが、今後のことにはなりま

すが、剪定という部分もすごく大事なんです

が、街路樹のやはり種類というものもしっか

り検討しながら行わなければならないと思う

のですが、背丈の低い街路樹等に切り替える、

要するに膝丈、腰丈ぐらいの小さな街路樹に

切り替えるというような検討を行っていない

のかお伺いします。 

   最後に、106ページ、８款４項２目公園管

理費の中の電気工事費、田中公園の街灯ＬＥ

Ｄ化ということですが、公園等というのはあ

る程度地区の避難場所等にも指定されている

と思うのですが、そういった中で、これから

設置される街路灯というのは、例えば、ＬＥ

Ｄだけでなく、太陽光パネル等を設置しなが

ら、ＵＳＢの充電設備を備えたようなそのよ

うなＬＥＤ照明を検討していないのかお伺い

します。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 78ページ、79ページ、５款

１項２目職業訓練センター費の施設備品の処

分についてでございますが、委員からご質疑

ございましたように、処分については、自治

会、それから外部団体等、そういったところ

と連携を図りながら、さらに使えるようなも

のがあればそこは情報提供しながら対応して

まいりたいと考えております。 

   続きまして、90ページ、91ページ、７款１

項１目商工総務費の魅力発信事業の中の移住

ということでございますが、全くＰＲしない

ということではございません。予算上、ただ

計上なっていないということでございまして、

もちろん観光ＰＲ、物産ＰＲが主な内容にな

りますけれども、そこの魅力から移住定住に

結びつけるよう、担当課は違いましても、商

工観光課としてもパンフレット配布等説明は

もちろんさせていただく予定でございます。 

   同じく、90ページ、７款１項１目、アンテ

ナショップの割引券の発信大使のＰＲ、活動

内容、それからアンテナショップの支援とい

うことで申し上げます。 

   発信大使、現在14名ございます。今年度更

新を迎える方が多数おりますので、現在調整

を図っているところでございます。ＰＲとし

ましては、やはり一番効果があるのがＳＮＳ

での発信でございます。もちろん本町を訪れ

た際のＳＮＳの発信、それから、先ほど申し

上げているように名刺をいろんな方にたくさ

ん配っていただいて、さらにはアンテナショ

ップの利活用にも努めていただきたいという

ことが一番の大きなものではないかなと思っ

ております。 

   アンテナショップの支援ということでは、

商工観光課としては予算計上してイベント等

は行っておりませんが、商工会を通じた本町

の事業所さんの物産展、事業所さんが直接出

向いて、試食、試作をさせながらお客様に提

供するといったような利活用はさせていただ

いておるところでございます。 

   続きまして、92ページ、93ページ、７款１

項、河北町みらい応援創業支援事業費補助金

の基準でございますが、以前の制度、前の制

度のときは審査会を設けて審査をした上で交

付決定をしていたということでございますが、

今年度から制度を改めまして、みらい応援創

業支援事業費補助金ということにさせていた

だいたわけなんですが、今回の補助金につい
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ては、山形県商工業振興資金の開業支援資金

第１号、この融資を受けることが必須となっ

ております。この融資を受けた方に町も支援

するいうことでございますので、審査につい

ては、もちろん金融機関、それから県の機関

で認定を受けた方が町の補助金にも申請でき

るということで、審査会は設けておりません。 

   続きまして、96ページ、97ページ、７款１

項４目観光施設費の道の駅河北費の電気工事

でございます。こちらはＬＥＤの交換という

ことで、建物内の１階と３階の部分の照明器

具の交換と考えておるところでございます。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 100、101ページになります。

８款２項２目道路維持費の街路樹についての

再質問にお答えします。今のところ、樹木の

更新というのは特段考えてはおりません。予

算のほうにも特に計上はしていませんので、

今後何らかで検討する機会があれば考えたい

とは思いますが、なかなか難しいかなと思っ

ているところです。 

   続いて、106ページ、107ページの８款４項

２目公園管理費の電気工事になります。照明

灯ということでＬＥＤにはしますけれども、

太陽光パネルなどの設備は今回は入ってござ

いません。また、ＵＳＢの充電ポートも今回

は入ってございません。 

   今後はどうなるかということですけれども、

その辺も今のところはちょっと考えられない

ので、何らか検討はさせていただきたいと思

います。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。費用と予算等

というのは大変重要な部分になりますが、や

はりその中でも、やるだけではなく、やった

後の効果ということを考えながらよりよい事

業になるようにお願いします。 

   終わります。 

○佐藤委員長 以上で10番林智委員の質疑を終わ

ります。 

   次に、「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 私からは２点ご質疑をさせていただ

きます。84、85ページ、６款１項３目７節新

規就農支援費で２つほどご質疑させていただ

きます。 

   まず１点、新規就農者総合支援事業費補助

金について拡大ということで、本年度より令

和７年度は拡大ということなんですが、その

拡大の内容、要は本年度と令和７年度の違い

のところの説明をお願いいたします。 

   もう１点、同じく６款１項３目７節の新規

就農者支援費とあるのですが、この3,850万

6,000円。これについては継続でずっと施策

として執行されている事業かと思うんですが、

新規就農者が減っているという現状の中でど

の程度の効果が得られると考えて執行するの

か。要は大まか何人くらいの影響がある。要

は、新規就農者については、新規就農する人

については本当に非常に喜ばしい事業かと思

うんですけれども、要は、就農者が減少して

いるという中でどのように令和７年度は、新

規就農者、何人くらい増加させたいとかそう

いったものがあるのか。こういう事業を通じ

て、施策を通じてどの程度新規就農者に影響

があるのか、もしそのあたり分かれば教えて

ください。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 84、

85ページの６款１項３目の中の新規就農者支

援費の中で、まずは新規就農者育成総合対策

事業費補助金の内容ということでございます。 

   こちらにつきましては、これまで農業用機

械購入支援というものは新規就農者の方々に
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行っておりましたけれども、それに加えまし

て令和７年度から、農地の整備支援、荒廃農

地を整備するときの支援ということと、あと

は農作業施設、新規就農者ですので新たに農

作業施設を造るとか改造するとかというとこ

ろが出てくるかと思いますけれども、そうい

った整備の支援、この２つを新たに加えまし

て、３つのメニューを１つにまとめて総合対

策ということで補助金を創設したものでござ

います。 

   あともう１点の新規就農者に対する事業内

容ということですけれども、新規就農者育成

総合対策事業費のうち、経営開始資金と経営

発展支援事業費という２つの事業メニューが

ございます。経営開始資金につきましては年

間150万円を新規就農者に支援するというも

の、あとは、経営発展支援事業費につきまし

ては機械購入等についての支援をするという

ものに分かれておりますけれども、令和６年

度の実績としましては、経営開始資金のほう

が３名、経営発展支援資金のほうが２名とい

うことで、1,800万円ほどの支出で決算見込

みになる予定でございます。令和７年度につ

きましては3,150万円ということで考えてい

るところでございます。 

   新規就農者の獲得でございますけれども、

こちらにつきましては、まず東京のほうで行

われております新・農業人フェアに出向きま

して、新規就農者の相談業務を行って河北町

のほうに誘導していくというところはござい

ます。あとは、もう一つが先ほど申しました

新しい支援をプラスした支援内容ということ

になりますけれども……、すみません。 

   初めに、新・農業人フェアのほうですけれ

ども、ほかの自治体と違うところは、まずは

河北町の場合は、担い手協議会、農家の方で

組織なっている協議会でございますけれども、

こちらの方に同行していただきまして、新規

就農者の獲得といいますか、相談業務に乗る

ということがまず大きなところでございます。 

   やはり実際に農業をやっている方から相談

を受けていただくと、親近感が増して、また

実感も湧くということで、令和６年度につき

ましては、新・農業人フェアで出会いました

方のうち３名の方が河北町のほうに訪れてい

ただきまして短期の体験をしていただいたと

いうことになります。そういった方々は河北

町だけでなくてほかの市町村もやはり相談に

行っているようですけれども、６年度に来た

方のうちお一人の方はまだつながりがありま

して、今年の春にまた来たいということで予

定をしていらっしゃるようでございます。そ

ういったことを続けながら、こういった地元

でない新規就農者といいますか、そういった

方の獲得はしていきたいと思っております。 

   また、地元も含めた新規就農者につきまし

ては、ぜひ新しい支援メニューを活用してい

ただいて河北町の農地を守っていっていただ

きたいと考えているところでございます。 

○佐藤委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 今、意気込みというか、令和７年度

に向けた新規就農者の獲得ということでお聞

きしました。ぜひ期待以上になれるように結

果が出れば、本当にありがたいなと思ってい

るところです。 

   もう１点だけご質疑させていただきます。

先ほど新規就農者総合支援事業費補助金でお

伺いしましたが、就農といっても幅があると

思います。田んぼなのか、野菜なのか、果樹

なのか、穀物なのか。そういった就農者の種

別というんですかね、それはどこまでの範囲

なのかということが１点と、年齢、国とか県

だと49歳までと設定されていますが、町も同

じように49歳までなのか、それとも年齢制限

かけないのか、改めてご質疑させていただき

ます。 
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○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 まず

種別ですけれども、種別につきましては、特

にこの作物ということでの縛りはございませ

ん。ただ、やはり新・農業人フェア等で山形、

河北町のほうに行きたいという方のお話です

と、果樹をやりたいという要望の方が多いよ

うでございます。サクランボ、桃、リンゴ、

全て栽培できるという強みもあるからかと思

いますけれども、そういったことで応募して

くださっている方がいるようでございます。 

   また、あと年齢制限でございますけれども、

こちらにつきましては、これから要綱の整理

をすることになりますので、幅広く使えるよ

うにしていきたいと考えております。 

○佐藤委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 以上、終わります。 

○佐藤委員長 以上で11番奥山英幸委員の質疑を

終わります。 

   委員長から申し上げます。ここで10時25分

まで休憩とさせていただきます。 

     休 憩  午前１０時０７分 

     再 開  午前１０時２３分 

○佐藤委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

   ５款から８款までの質疑を続行します。 

   「12番吉田芳美委員」 

○吉田委員 それでは、私のほうから３点質疑さ

せていただきます。 

   予算書87ページ、６款１項８目体験型農業

施設費、ひなの湯長寿命化計画作成業務委託

767万円についてお伺いいたします。 

   ひなの湯がもう既に25周年過ぎちゃったと。

ひなの宿のほうも15周年と。そして、お湯を

使う関係で様々施設全体も劣化しているとい

う内容で、ひなの宿のほうの長寿命化計画を

策定するんだという内容なんですが、どんな

イメージで委託をされるのか、そして767万

円がどんな使われ方をするのか、全体的なバ

ランスだけで結構ですのでお話を伺いたいな

と思っております。 

   ４月１日からひなの宿のほうの宿賃も上が

ります。そして稼働率も非常にいいと。あそ

こが泊まれないとなりますと、町民の方で非

常に困る方がたくさんいらっしゃると。そう

したとき、工事をするにしても何するにして

も、閑散期を狙うとかいろんな内容がやはり

出てくるのかなと思っていますので、今現在、

この予算が通過したらどのようなイメージか

ということをお聞きしたい。 

   あと、続いて予算書の93ページ、７款１項

１目河北魅力発信業務委託。先ほども同僚議

員のほうからお話がありましたが、この事業

は一応新規事業で、首都圏で町産品の食の魅

力発信プロモーション事業をやるんだという

内容で、新しい取組になります。 

   内容を見てみますと、河北町の食をテーマ

にしたイベントに参加したりとか、あと河北

町の魅力を発信したりとか、あとブランド化

に努めるとあります。この辺のところの具体

的な戦略の一端をお聞かせいただきたいと。 

   そして、新たに東京都内のほうで様々なイ

ベントをする際に、これまで三軒茶屋とか大

宮とかいろんなところでやってきたやつ、こ

れはどうするのと。そして新しく首都圏でや

るやつ、これもやるのと。それが全てひっく

るめて488万円ぐらいの予算の中でできるの

かなと思いますので、この辺のところをお話

ししていただければなと思っております。 

   あと３点目、予算書の95ページ、７款１項

３目、これも一応新規事業になります。地域

活性化起業人負担金560万円。事業の内容と

しては、インバウンドツーリズム推進事業を

活用し、企業からの人材派遣によりインバウ

ンドに関する業務を実施と、そして河北町で

具体的に取り組む内容についてお話をいただ

きたいと。お給料に560万円が使われるんだ
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という内容は大体想像できますが、具体的な

戦略として河北町でどういう活動をお願いし

たいんだと。そして、先方からも当然ノウハ

ウを持っている方がいらっしゃるとなれば、

相当なやはりすり合わせをやって、４月１日

以降、町のために頑張っていただくという内

容かと思いますので、その辺のところの一端

をお聞かせください。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 86ページ、87ページ、６款

１項８目農業体験交流施設費の体験型滞在施

設費、いわゆるひなの宿の予算でございます。

計画策定委託料ということで、こちらのほう

の予算767万8,000円でございますが、こちら

のほうは、河北町の公共施設等総合管理計画

に基づきましてひなの宿の長寿命化計画を策

定しまして、今後計画的な修繕を図る内容と

なっておるところでございます。 

   具体的な内容としましては、ひなの宿、お

かげさまをもちまして15年を迎えたというこ

とでございます。既に経年劣化、それから修

繕等、多々発生しているような状況でござい

ます。今後は、さらに調査をしていただいて、

計画的な修繕を実施してまいりたいと考えて

おるところであります。 

   なお、修繕の時期につきましては、令和７

年度で計画を策定いたしまして、令和８年度

から計画的に実施してまいりたいと考えてお

るところであります。さらには、修繕の実施

時期につきましては、委員からご指摘ござい

ましたように、閑散期、そういったところの

時期を踏まえて執行してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

   続きまして、92ページ、93ページ、７款１

項１目商工総務費の河北発信事業費のかほく

魅力発信事業委託料のご質疑でございます。 

   こちらの事業につきましては、これまで行

っております、みなと区民まつり、それから

埼玉県さいたま市大宮駅前にありますまるま

るひがしにほん、そういったところの継続と

併せまして、新たに二子玉川にあります玉川

高島屋の中のグリーンマーケットに出店を予

定しているところでございます。 

   また、大手町にある３×３Ｌａｂ Ｆｕ

ｔｕｒｅ、こちらのほうでは、ラボラトリー

機能ということで情報発信する機能を持って

いる施設でございます。こちらのほうでは、

河北町の文化、それから町の産業、移住体験

などの話をさせていただいた上に、冷たい肉

そば、それからイタリア野菜、千日和牛など

の河北町の自慢の食べ物を実際にご来場者の

方に食べていただくと。さらには、交流会を

通じて河北町に興味、親しみを持っていただ

きたいと考えておるところでございます。こ

ちらのほうはもちろん会費は取る予定でござ

います。 

   また、東京大学生産技術研究所との連携と

いうことで、駒場にあります東京大学生産技

術研究所の学食にダイニングラボがございま

して、国内外から1,300名を超えます研究者

が様々な研究を行っている施設でございます。

そちらのほうでも、同じように食を通じた情

報発信、それから一般的な学生さんも来られ

るということでございますので、教員、それ

から学生さんの方々に食べていただくという

取組を考えておるところであります。 

   それと、これまでやっておりましたマルチ

カ、それから青空市場、そういったイベント

は継続して行っていく予定でございます。 

   次に、94ページ、95ページ、７款１項３目

観光費の中の観光振興費の地域活性化起業人

負担金560万円のご質疑でございます。こち

らのほうは、インバウンドツーリズムを促進

していくために、都内にあります旅行業の企

業のほうから専門的知識を持った方を１名派
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遣をいただくということでございます。こち

らにつきましては、派遣内容といたしまして

は、まず、この町でインバウンドツーリズム

をするに至る戦略、そして計画等を練ってい

ただくと。さらには、受入れ体制、また商品

の企画といった形で進めてまいりたいと。ミ

ッションについては以上のような内容でお願

いしたいなと思っておるところであります。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「12番吉田芳美委員」 

○吉田委員 ありがとうございました。 

   まず、ひなの宿のほうなんですが、やはり

以前、同僚議員から、部屋と部屋の内壁がち

ょっと薄いのかどうか分かりませんが、隣の

騒音が聞こえるよとか、そんな話もございま

した。あと、ちょっと前にはなるんですが、

隣が東公園という公園になっていて、ゲート

ボール場なんですよね。そして、朝の６時ぐ

らいから高齢者の方が続々集まってきて、ゆ

っくりお休みくださいと言われても、もう５

時半ぐらいからピーチクパーチク様々な声が

聞こえてくると。そういう場面に出会った人

というのはそうそう多分いないと思うんです

が、なかなか、防音対策というやつは私はや

っぱり必要かなとは思っていますし、あと、

部屋数、これが非常に限られていまして、例

えば今般徳島のほうから皆さんがいらっしゃ

いますとなったときに、なかなか河北町に皆

さんをお泊めすることができなくて、天童と

か東根とか寒河江とか、そういうふうに行っ

ちゃうという内容も事実かと思いますので、

やはり部屋数を少し増やしていただけるよう

な工夫とか、そんなこともこの計画の中でき

ちんと立てていただければ結構かなと思って

います。今からの一応計画ですので、様々、

少し夢のあるようなひなの宿になるように私

はちょっと願っております。 

   あと、かほく魅力発信事業なんですが、や

はり河北町出身者で東京都で暮らしていると

いう方が大勢います。そういう方々に、例え

ば東京大学でこんなイベントをするよと、東

京駅でこんなイベントをするよという内容を

できる限り周知をしていただいて、やはり河

北町の応援団として、物販、もしくは行った

方がふるさと回帰につながるような施策とい

うやつが、私は糸と糸で結ばれた関係で非常

に有効かなと思っています。いろんな果物を

持っていくとなったとき、季節感とか様々あ

りますので、時期にもよりますが、その辺の

ところもぜひ工夫していただければなと思っ

ております。 

   あと３点目の起業人のほうなんですが、旅

行業者の方が河北町にいらっしゃってインバ

ウンド関係を広く進められるという内容につ

いても、なかなかやはり、河北町でずっとい

る方じゃないわけですから、本当に、ＯＪＴ

じゃないですが、河北町の知識をきちんと伝

えていただいて、その方が、力を多分持って

いる方だと思いますので、十分な活躍ができ

るようにしていただいて、そして年数がたっ

たら河北町に滞在していただけるような姿が

望ましいかなと思っていますので、それを期

待して私の質問を終わります。 

○佐藤委員長 以上で12番吉田芳美委員の質疑を

終わります。 

   次に、「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 私から２点ほどお伺いします。 

   先ほど12番議員の方が聞かれました、計画

策定委託料のひなの宿のほうをお聞きになら

れましたけれども、同じように、べに花温泉

ひなの湯のほうも同じように…… 

○佐藤委員長 14番委員に申し上げます。ページ、

款項目を先に述べてください。 

○細矢委員 失礼しました。 

   それでは、98ページ、99ページ、７款１項

４目５節べに花温泉ひなの湯費、計画策定委
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託料2,037万2,000円の金額でございます。先

ほど12番議員の方がひなの宿のほうをお聞き

になられまして、内容が分かりました。ひな

の湯の長寿命化のほうも同じような計画が出

ておりまして、金額が違いますけれども、そ

の委託先ですね。委託先はどのようなところ

なのか、ひなの湯とひなの宿は同じ委託先な

のかどうかということをお伺いします。 

   もう１点ですけれども、84ページ、85ペー

ジ、６款１項４目畜産業費、村山地域広域死

亡獣畜保冷施設事業負担金４万2,000円です

けれども、この施設の場所と、広域と言われ

ておりますので、この広域の地域はどの辺ま

でなのかということをお伺いします。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 98ページ、97ページ、７款

１項４目観光施設費の中のべに花温泉ひなの

湯の計画策定委託料2,037万2,000円の質疑で

ございます。 

   こちらのほうは、先ほど12番委員の質疑で

も答弁させていただきましたが、河北町公共

施設等総合管理計画に基づきましてひなの湯

の長寿命化計画を策定して、今後の計画的な

修繕を行っていくということでございます。

ひなの湯につきましてはもう25年を経過して

おります。年々大きな修繕が発生しておりま

す。そうしたところも踏まえまして、今後計

画的な修繕を実施するために長寿命化計画の

策定を委託する内容でございます。 

   委託先でございますが、こちらのほうは一

般競争入札で決定するわけですが、こういっ

た調査計画ができる業者ということで想定し

ております。また、３号源泉の掘削等もござ

いますので、その辺のすり合わせも必要にな

ってくるのかなと思っておるところでござい

ます。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 84、

85ページ、６款１項４目畜産業費の村山地域

広域死亡獣畜保冷施設事業負担金でございま

す。こちらにつきましては……。ちょっと…

… 

○佐藤委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時４３分 

     再 開  午前１０時４７分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 大変

失礼いたしました。 

   村山地域広域死亡獣畜保冷施設でございま

すけれども、こちらにつきましては山形市中

野の食肉公社の裏手にございます。構成市町

村は村山の７市７町で構成しております。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。 

   この死亡獣というところなんですけれども、

保冷される動物の種類などはお分かりになる

のでしょうか、その辺のお尋ねをしたいと。

今、熊とかイノシシとか様々な、そういうの

ではないんですか。よく分からないんですけ

れども、その点もちょっとお知らせいただけ

ればありがたいです。 

   先ほど、98ページ、99ページのほうのべに

花温泉ひなの湯の計画策定委託料なんですけ

れども、この長寿命化計画というののその計

画の期間は何年なのでしょうか、お尋ねをい

たします。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 基本

的には家畜ということになりますので、牛が

ほとんどだと思います。豚も入るかと思いま

すけれども、牛がほとんどかと思われます。 

○佐藤委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時４９分 

     再 開  午前１０時５０分 
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○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 大変失礼いたしました。 

   ７款１項４目のひなの湯の長寿命化計画策

定委託についての再質問でございますが、本

業務委託の計画においては、現状を調査した

上で修繕が必要な順位をつけていくというこ

とになります。さらには予算的なこともござ

いますので、その優先順位に沿った修繕を行

っていくという計画となっております。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 長寿命化計画というのは、先ほど12

番議員も質疑なされましたので内容は分かり

ましたけれども、じゃあその期間というのは

なくて、何年から何年までという期間はなく

て、ずっとこの計画に沿って修理計画を立て

ていくというような感じの理解でよろしいで

しょうか。 

○佐藤委員長 １点でいいですか。（「はい」の

声あり）「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 ご指摘のとおりでございま

す。やはり次々と修繕というのはもちろん経

年劣化によって出てくるということでござい

ますので、まず現状の状況を調査いただいて、

優先順位を決めた上で修繕を行っていくとい

うことでございます。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 分かりました。ありがとうございま

した。 

   以上で終わります。 

○佐藤委員長 以上で14番細矢誓子委員の質疑を

終わります。 

   次に、「１番安達智勇委員」 

○安達委員 では、よろしくお願いします。 

   予算書92ページ、93ページ、７款１項１目

商工総務費の河北発信事業費の消耗品費

8,371万円について教えてください。8,371万

円と非常に高額になっていますが、大まかな

ものでいいので内訳を教えてください。 

   あともう１件、予算書96ページ、97ページ、

７款１項４目観光施設費の動物園費、その中

のエレベーター保守点検委託料85万8,000円

ですが、ちょっと前に戻ってしまうんですけ

れども、２款１項１目の庁舎費のエレベータ

ー保守管理料が81万9,000円と、庁舎のエレ

ベーターの委託料よりも高くなっている理由

を教えてください。 

   以上です。 

○佐藤委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時５４分 

     再 開  午前１０時５６分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 大変失礼いたしました。 

   92ページ、７款１項１目の消耗品について

でございます。こちらのほうにつきましては、

ふるさと納税の返礼品に使っております段ボ

ール代がほとんどでございまして、そのほか

催事での景品が60万円ほどになっておりまし

て、段ボール代がほとんどの予算と、8,200

万円ほどになっておるところでございます。 

   あと、続きまして96ページ、動物園費のエ

レベーターの保守点検業務委託でございます

が、庁舎との差額ということでございますが、

これはエレベーターの質によっても違います

し、保守点検の内容、保証、そういったもの

によっても違ってまいります。動物園のほう

の保守内容としましては、基本サービスとい

たしまして、遠隔監視、それからＡＩリモー

トでの点検システム、そういったところが基

本のサービスと。フレキシブルメニューとし

ましては機器の保証サービスもお願いしてお

りますので、月当たり６万5,000円というこ

とでの保守点検委託料となっているところで

ございます。 

   以上です。 
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○佐藤委員長 「１番安達智勇委員」 

○安達委員 分かりました。ありがとうございま

す。 

○佐藤委員長 以上で１番安達智勇委員の質疑を

終わります。 

   次に、「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 １点質疑させていただきます。 

   89ページ、６款１項９目農商工連携推進費

の中の農商工連携促進事業費補助金100万円

ということで、この事業につきましては今年

度もやっていると思いますけれども、その事

業の詳細、７年度の事業の詳細を教えていた

だきたいと思います。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 ６款

１項９目の農商工連携推進費、ページは89ペ

ージになりますが、農商工連携推進事業費補

助金の内容でございますけれども、７年度に

つきましては、町産農産物を活用した農商工

連携に係る新規商品開発事業に対しまして補

助をしたいと考えております。こちらにつき

ましては、補助率２分の１で上限50万円とい

うことで考えておるところでございます。 

○佐藤委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 ７年度は新商品の開発に充てると

いうことですけれども、何の新商品を開発す

るのか、その辺を含めて詳細を教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 これ

は新たな事業でございまして、まず町産農産

物を活用した新規商品開発でございますので、

何というものではなくて、これを募集をいた

しまして補助をするという形になります。こ

れまではワイン事業にこの補助金を使ってお

りましたけれども、ワイン事業がまずは安定

しただろうということで、７年度から新たに

行うという事業になります。 

○佐藤委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 今、聞く前に自分でも調べていた

んですが、今年度、同じ額面で予算化してい

るんですけれども、そのときはワインを造る

ためにどうのこうの、地域おこし協力員を１

名採用してやるという話で、また７年度もこ

の予算が計上になったということは、そのワ

インづくりに特化した事業かなと思ってお聞

きしたところですが、その辺のワインには一

切７年度はタッチしないということでよろし

いですか。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 ワイ

ンにつきましては、一部協力隊のほうで支援

をしていきますけれども、この事業につきま

してはワインのほうには支出しないというこ

とで考えております。 

○佐藤委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 内容的には詳細な新商品の開発と

いうことで、中身まではまだ定まっていない

ということは理解させていただきましたが、

結局、この農商工連携推進事業100万円で地

域おこし協力隊を１名雇ってということで、

前々から質疑させていただきましたけれども、

ワインに特化した事業ということでずっとき

ていて、今年度は２年目で、７年度は３年目

かなと思って期待はしていたんですけれども、

そういった詳細になっているところは分かり

ませんが、その辺で町の町産品を使っての新

規事業という形で理解させていただきました

が、その辺の事業の継続性も含めて、今後、

７年度もやっていただければと思います。 

   終わります。 

○佐藤委員長 以上で４番東海林信弘委員の質疑

を終わります。 

   次に、「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 92ページ、93ページ、７款１項２目

商工費、商工業振興費、工業振興費、産業立
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地促進資金貸付金3,601万円と、花ノ木工業

団地の分譲可能面積は１万7,500平方メート

ル。ホームページには、分譲価格１平方メー

トル当たり8,900円、貸付限度額５億円、貸

付期間は15年以内とあります。担当課の活動

も進出企業の支援のために重要な役割を果た

していると思いますが、企業の進出ニーズの

調査及び分析、進出企業への支援活動につい

て伺います。 

   92、93ページ、７款１項３目観光費、観光

総務費、７市７町ＤＭＯ負担金13万5,000円

とあります。おもてなし山形株式会社、ＤＭ

Ｏなどの戦略策定を行う会議を設置し、令和

４年、令和５年、山形市農政課、中山町及び

河北町が連携し、紅花を利用した観光コンテ

ンツを令和４年に開発し、令和５年度に開発

した観光コンテンツの磨き上げワークショッ

プ、商品化、ツアー販売等を実施してこられ

ましたけれども、令和７年度の事業について

伺います。 

   104ページ、105ページ、８款３項１目土木

費、河川費、河川総務費、川ごみ処理委託料

42万6,000円とあります。委託先、搬出先に

ついて伺います。 

   104ページ、105ページ、８款３項１目土木

費、河川費、河川費総務費、荒小屋排水機場

維持管理補助金８万円とあります。どのよう

な維持を行っているのか、積立金などについ

て伺います。 

   以上、お願いします。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 初めに、92ページ、93ペー

ジ、７款１項２目商工業振興費の中の工業振

興費、産業立地促進資金貸付金に関わるご質

問かと思います。 

   委員からご質疑ございましたように、現在、

花ノ木工業団地、残面積１万7,500平方メー

トルの３筆ということで、分譲価格につきま

しては１平方メートル当たり8,900円という

ことで、こちらの融資につきましては、限度

額５億円、貸付期間が15年以内ということで、

この資金に関しましては、山形県、それから

町、それから金融機関、この３者が協調して

原資を融資していると、低利子で融資してい

るという内容でございます。 

   その際に企業進出のニーズの調査及び分析

ということでございますが、進出企業につき

ましては、消耗品費で予算計上させていただ

いておりますが、企業の信用調査を行ってい

る民間企業におかれましてのレポートの発行

をお願いしていると。その内容を踏まえて町

のほうでは進出を目指していくという内容で

進めておるところでございます。 

   また、進出企業への支援活動ということで

ございますが、町のほうでの優遇措置といた

しまして、創業した企業に対しまして、創業

時から向こう５年間、建物に対する固定資産

税、それから償却資産、こちらのほうを補助

金の交付をさせていただいておるところでご

ざいます。 

   続きまして、同じく92ページ、93ページ、

７款１項観光費、その中の観光総務費の７市

７町ＤＭＯ負担金13万5,000円でございます。

こちらのほうは、７市７町で中枢都市の連携

の一つとしてＤＭＯさくらんぼ山形を設立さ

せていただいておるところでございます。ご

質疑にございましたように、令和４年、５年

と、山形市、それから中山町と河北町が連携

いたしまして、ベニバナを活用した観光コン

テンツ、それから商品開発ということでこれ

まで実施してまいりました。 

   ベニバナ商品に関しましては、一つの商品

ということではなく、ベニバナを活用した、

いわゆる需要を増やしていこうということで、

ベニバナに関しましては、１％の赤と99％の

黄色ということで色素については分かれます。
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このＤＭＯの中では、１％の赤を使うのは非

常に難しいということで、逆手を取って99％

の黄色を使った商品開発を行うということで、

クラフトビールの製造、それから洋菓子の生

地へのコウニュウ、それから、いわゆるサフ

ラン代わりの色のついた洋食、米ですね、ご

飯に色をつけた彩りのあるご飯を出すという

ような、需要を増やしてベニバナの生産をな

りわいにできるようにということで努めてま

いったところでございます。 

   河北町商工観光課かほく発信・ブランド推

進室ということでございますが、室でござい

ますので観光振興分野だけでございません。

もちろん地域産業振興も含めた形でのブラン

ド推進室という位置づけをさせていただいて

おります。観光については、やはり紅こぎん

とか、それからこぎんのスリッパもそうです

し、石けんの開発にも取り組んでいます。ま

た、現在、口紅ですね、こういった商品開発

にも取り組んでおります。ベニバナに特化し

たブランド開発、さらには、ブランド力を上

げる発信をするために、先ほどの質疑にもご

ざいましたように、都内でのプロモーション

を積極的にやってまいりたいと考えておると

ころでございます。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 104ページ、105ページにな

ります。８款３項１目河川総務費の中の河川

総務費の中の川ごみ処理委託料になります。

こちらは、令和７年度、まだ業者等は決まっ

ておりませんが、例年、産業廃棄物を処分で

きる業者さんのほうにお願いをしているとこ

ろでございます。ですので、処分先もそちら

の業者さんに一任しているところではござい

ますが、どちらに処分するか確認はさせてい

ただきたいと思っているところです。 

   それから、同じページ、同じ款項目の荒小

屋排水機場の維持管理補助金になります。こ

ちらは荒小屋地区と東根の境目にあります排

水機場の維持管理の経費になりまして、内容

としましては、電気保安業務等、あと電力費

または一部人件費などの維持管理費に８万円

ほど補助していることになりますが、事業費

が、まだ７年度は申請もいただいていないの

ですが、６年度もまだ決算はいただいていな

いので５年度になりますけれども、５年度で

50万円ほどの事業費に対して８万円というこ

となので、特に残額というのはないので、全

部使い切っているような補助金になると思わ

れます。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 ８款３項１目ごみ処理委託料につい

て再度伺います。 

   搬出先等まだ決まっていないということで

した。決まれば早急にやるのでしょうけれど

も、管理もちゃんとやっていくということで

した。マニフェストでの管理なのでしょうか、

お願いします。 

○佐藤委員長 １点でいいですか。（「はい」の

声あり）「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 マニフェストで提出してい

ただき管理したいと思っているところです。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 終わります。 

○佐藤委員長 以上で５番石垣光洋委員の質疑を

終わります。 

   次に、「６番増川憲一委員」 

○増川委員 私から２点質疑いたします。 

   ページ数で80、81ページ、６款１項１目農

業委員会費。この農業委員会費の中に会計年

度任用職員報酬がありますが、ここでちょっ

と増額になっております。予算状況調査にお

いて、これまでさがえ西村山農業協同組合と
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寒河江川土地改良区で行っていた農地中間管

理事業のマッチング業務を令和７年度は町が

行うということで、会計年度任用職員の人件

費が増額になっていると説明を受けたのです

が、今までしていたさがえ西村山農業協同組

合、あと土地改良区からなぜ町にこれが移っ

たのかという理由を１点お伺いします。 

   あともう一つ、同じなんですが、６款１項

１目農業委員会費の事業の中で、新規事業で

地域計画の修正業務を行うという説明があり

ました。事業費が計上されていません。です

が、６款１項３目農業振興費の事業内容にこ

ちらも地域計画修正業務、これ６年度に作成

した地域計画を修正するということで事業費

が５万8,000円計上されております。これは

継続ということになっております。この予算

が計上されている、されていないという違い

は何があるのか、質疑します。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 初め

に、80、81ページ、６款１項１目農業委員会

費の会計年度任用職員報酬の件でございます

けれども、これに絡みまして、中間管理事業

が農協、改良区さんのほうから町のほうに移

行したという内容でございます。 

   こちらにつきましては、令和５年度から方

向性が決められているということになります。

令和５年度に農業経営基盤強化法が改正にな

りまして、農地集積につきましては市町村が

策定する地域計画に基づくものと改正されま

したので、改定後は市町村が農地集積の中心

的役割を果たすことになるという理由により

まして、農協さんから町のほうに移行になる

ということのようでございます。 

   ただし、これ自体が令和７年度４月１日か

らになるわけですけれども、全て農協さんが

手を引くというものではなくて、農協さんか

らの回答としましては、事務委託終了後につ

きましても農家の農地等の相談窓口を継続し、

各市町農業委員会への協力体制は維持してま

いりますと。また、地域計画への対応につき

ましても積極的に関わりながら、地域農業の

振興に寄与していくということで回答をいた

だいておりますので、令和７年４月１日から

の中間管理機構のマッチング業務につきまし

ては、中心的な業務を担うのは町ということ

になりますけれども、引き続き、農協さん、

または改良区さんからも協力を得ながらマッ

チング業務を進めていきたいと考えておりま

す。 

   あとは地域計画の修正業務でございますけ

れども、委員ご承知のとおり、地域計画につ

きましては今年の３月31日までに全国的に地

域計画を策定しなければいけないとなってお

ります。河北町におきましても、今現在、地

域計画の完成に向かっているところでござい

ますけれども、こちらの地域計画につきまし

ては、今回が完成、これで終わりというもの

でなくて、随時修正を加えていくという計画

になっております。 

   令和７年度につきましても、定期的な更新

を１回、あとは随時更新をその都度行うとい

う業務がございます。この業務につきまして

どれだけの業務量があるかというところがま

だ不透明なところがありまして、予算的には

出てこないんですけれども、業務量的には結

構な業務量が出てくるのかなと考えておりま

す。ただ、農業振興費のほうでの予算でござ

いますけれども、こちらにつきましては、地

域計画を改正した場合に当然地図のほうが変

わるわけでございますので、その地図の印刷

費が予算的には出てくることになりまして、

あとはマンパワーで対応していくということ

になります。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「６番増川憲一委員」 
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○増川委員 ６款１項１目の、農業委員会に地域

計画の修正業務は結構な量があると今お伺い

しましたが、結構な業務の量があって、予算

額がなくて新規というのであれば、幾らかは

予算をつけないと事業はできないのではない

かなと思うんですが、どこか違う項目から予

算が回ってくるのでしょうか。 

○佐藤委員長 １点でいいですか。（「はい、１

点でいいです」の声あり）「佐藤農林振興課

長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 地域

計画につきましては、農業委員会と農林振興

課でお互いに共同し合いながら修正業務を行

っていくことになっております。事業がある

ので予算はということでございますけれども、

ほとんどが事務の領域になりますので、会議

につきましてもほぼほぼ予算的なお金はかか

らないということになりますので、予算上は

見えてこないという形になるかと思います。 

○佐藤委員長 「６番増川憲一委員」 

○増川委員 分かりました。ありがとうございま

す。 

○佐藤委員長 以上で６番増川憲一委員の質疑を

終わります。 

   次に、「７番木村章一委員」 

○木村委員 82ページ、６款１項３目畑作果樹振

興費でありますが、この振興費の予算で、サ

クランボの温暖化が進んできての対策、長期

戦略は果たされるという内容かお聞きしてお

きたい。20年７月の豪雨災害でサクランボ園

が冠水して、今頃になって木が駄目になって

いるということなんかもあるようですが、そ

ういったものにも対応する予算となっている

のかお聞きしておきます。 

   84ページ、６款１項５目の土木工事費です

が、槇川の水害対策で田んぼダムなどの事業

があるようですが、面積、この予算でこれま

での蓄積でどのぐらいまで田んぼダムが進む

と見ているかお聞きします。 

   86ページ、６款１項８目、ひなの湯の長寿

命化計画で先ほど同僚議員から質疑がありま

したが、この際、客室間などの防音対策を強

化すべきだと思うんですが、そういったこと

も含まれた計画となるかどうかお聞きしてお

きます。 

   86ページ、６款１項９目、農商工連携推進

ですが、これも質疑がありましたが、新商品

開発というのは、参加者が、農家とか商工者

がですね、どんな方が応募するのか、そうい

った対象と、それから、それを実行するため

の何か仕掛けといいますか、例えばひなの産

直のところにある加工施設を使ってもテスト

できるとか、そういった仕掛けなどもあるの

かどうかお聞きしておきたいと思います。 

   88ページ、６款２項１目、有害鳥獣対策で、

令和５年は熊９頭を駆除したということで、

そのときは驚いたんですけれども、令和６年

はどのぐらい苦情の数が上がっているのか、

令和７年度はどんな数字を見込んでこの予算

化をしているか、お聞きしておきたいと思い

ます。 

   それから、イノシシがだんだんと農作物に

悪い影響を与えてくる、被害があるというこ

とを聞きますが、そういったことを把握して

いるかどうかお聞きします。 

   それから、96ページ、７款１項４目、道の

駅河北の指定管理料が今年度は750万円とい

うことですけれども、指定管理料の在り方と

して、道の駅河北とかひなの湯などは、来場

者が増えると収入も増えて、経費も増えます

けれどもそれを補って余りあるものが出てく

るんですが、例えばどんがホールとか図書館

とかそういったところは、利用者がどんどん

増えると大変経費はかかるんだけど収入が増

えないので、利用者を増やすのにあまりモチ

ベーションが上がらないみたいな、そういっ
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た２つのタイプがあると思うんですね。そう

いったことについての指定管理料のすみ分け

といいますか、うんと利用者が増えたら後で

指定管理料を増やすとか見直しをするとか、

そういったことがあるべきじゃないかと思う

んですが、そういうふうになっているかどう

か、そういう検討をしてきたかどうかお聞き

しておきたいと思います。 

   それから、同じ96ページ、７款１項４目、

道の駅河北ですが、道の駅河北でなぜ電気自

動車用の急速充電設備の更新予算がないのか

なと。今のままでは、道の駅河北、それから

河北町の電気自動車関連に熱心でないという

のを形として発信し続ける、マイナスの発信

をし続ける状況になるのではないかと思うん

ですが、このことについてお聞きしておきた

い。 

   102ページ、８款２項３目道路新設改良費

でありますが、単独の部分で、谷地溝延線、

頑張っているんでしょうけれども、舗装道路

なのになかなか真っすぐ走れないと。壊れて

いるところをよけながら走らなきゃいけない

ような状況が何年前かから続いているんです

が、この予算で改善されるのか改めてお聞き

しておきたい。 

   以上、お聞きします。 

○佐藤委員長 ７番木村委員に申し上げますが、

指定管理については、指定管理全体としての

考えを聞きたいんですか、それとも道の駅の

ことだけでいいんですか。 

○木村委員 指定管理全体についての考え方を示

していただきたいと思います。 

○佐藤委員長 はい、分かりました。 

   委員長から申し上げます。７番木村委員の

質疑の途中ですが、ここで昼食のため１時ま

で休憩とします。 

     休 憩  午前１１時２８分 

     再 開  午後 １時００分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   それでは、引き続き５款から８款までの質

疑を行います。 

   ７番木村章一委員に対する答弁をお願いし

ます。「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 木村

委員の質問にご説明させていただきます。 

   初めに、82、83ページ、６款１項３目の農

業振興費の中の畑作果樹振興費の中で高温対

策というご質問でございますけれども、こち

らにつきましては、畑作果樹振興費の中のさ

くらんぼ果樹王国産地活性化事業費補助金、

こちらが県と町で協調して行う高温対策事業

でございまして、令和６年度につきましても

同じような事業を展開しております。令和７

年度につきましても、県のほうでも同じよう

に対策をするという考えのようですので、町

としましてもそれに協調しまして事業を起こ

しているところでございます。 

   また、畑作果樹興費の一番下、さくらんぼ

安定生産総合対策事業費補助金、こちらは町

単独の補助事業となりますが、こちらでも防

霜・高温対策支援ということで予算化してい

るところでございます。こちらにつきまして

は、県のほうでも今年度の収穫期までその補

助メニューが間に合わないかもしれないとい

う話がありましたので、そこまでのつなぎと

いうことですぐに対応できるように、町のほ

うとしましても町単独でメニュー化している

ものでございます。町のほうでは、遮熱遮光

対策支援と、今年度から葉面散布剤の支援も

新たに始めたところでございます。 

   あと、以前の災害で根腐れなどを起こして

木が弱っているものに対する支援ということ

でございますけれども、こちらにつきまして

は、サクランボの苗木導入支援というものも

行っておりますので、新たに植栽する等々の

ことで対応できればなと考えているところで
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ございます。 

   続きまして、84、85ページ、６款１項５目

の農地費の中の農地費、土木工事、田んぼダ

ムについてのご質問でございますけれども、

こちらにつきましては、令和６年度までに

35.7ヘクタール田んぼダムの整備をしたとこ

ろでございます。令和７年度につきましても、

令和６年度と同等程度の規模の工事を予定し

ております。 

   ただ、槇川水系となりますと、槇川水系が

742.6ヘクタールということですので、令和

６年度まででもまだ4.5％程度の工事率とい

うことになりますが、下流部を中心に今後と

も続けていきたいと考えております。 

   続きまして、86、87ページの農商工連携事

業についてのご質問でございます。事業対象

者はということでございますけれども、こち

らで想定しておりますのは、町内の農業生産

法人等のほか、町内に本店または主たる事業

所を有する中小企業者及び町内任意団体等を

想定しております。２分の１の補助率でござ

いますけれども、内容としましては、原材料

費のうち町産農産物に関する経費や収支拡大

に関する広告経費等を考えているところでご

ざいます。 

   続きまして、最後、88、89ページの６款２

項１目林業振興費の中の鳥獣害被害のご質問

でございますけれども、令和６年度につきま

しては捕獲頭数はイノシシ１頭となっており

ます。 

   イノシシに対する被害を把握しているのか

というご質問でございますけれども、令和６

年度につきましては、どちらかといいますと

熊よりもイノシシの被害が出ていると見てい

るところでございます。その対応ということ

でございますが、こちらにつきましては、河

北町有害鳥獣被害対策推進事業費補助金とい

うことで、補助率２分の１で電気柵の支援を

昨年、今年とやっているところでございます。 

   以上になります。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 86ページ、87ページ、６款

１項８目農業体験交流施設費の中の体験型滞

在施設費、いわゆるひなの宿の計画策定委託

料のご質疑でございます。 

   こちらのほうは、河北町公共施設等総合管

理計画に基づきましてひなの宿の長寿命化計

画を策定いたしまして、今後計画的な修繕を

実施するという目的で委託を行いたいと考え

ております。この内容につきましては、耐用

年数より長く維持できるような修繕計画を策

定していくという内容でございます。 

   ご質疑にございますような客間間の壁、音

の問題については、この長寿命化計画とはま

た別に改修が必要になるかと思われます。そ

うしたことを踏まえ、ご質疑いただいたこと

をご意見として賜りたいと思っております。 

   引き続きになります。96ページ、97ページ、

７款１項４目観光施設費の中の道の駅河北費

のご質疑かと思います。駐車場に設置してあ

ります、いわゆる電気自動車用の急速電池の

設置についてでございますが、現在のところ、

耐用年数が過ぎているということで閉鎖して

いる状況でございます。今年度中に民間事業

者のほうで設置したいというご意向がござい

まして、民間事業者のほうと協議を重ねてお

るところでございます。国の補助金を活用し

ながら、できるだけ早く設置に向けて現在調

整中でございます。 

○佐藤委員長 いやいや（「令和７年度に向けて、

向けてじゃないですね、令和７年中に」の声

あり）申し訳ない。ちゃんと発言は委員長を

通してやってください。課長、座っていいで

す。 

   「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 102、103ページの８款２項
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３目道路新設改良事業になります。谷地溝延

線の舗装ということで、今年度、ご質疑にあ

った単独費、あと補助と両方を使いまして、

計画している丹野園さんところから北側、

278号線まで計画していたところなんですが、

７年度で打ち替えは終わらせていきたいと思

っています。 

○佐藤委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 96、97ページ

の７款１項４目道の駅河北費に関連しまして

指定管理料の質問でありますけれども、指定

管理料の基本的な考え方でありますが、指定

管理者を決定する際、５か年間の事業計画を

提出していただいております。その５か年間

の事業計画には、当然、指定管理に必要な歳

出の経費もございますけれども、利用料収入

等が見込めるような施設につきましては、当

然、収入のほうの見込みも事業計画の中に含

んで提出していただいております。歳出と歳

入の差引きがいわゆる指定管理料となって、

指定管理の業者を決定しているものでござい

ます。 

   年度経過に当たりまして、指定管理者の努

力によって当然収入が多くなることもござい

ますけれども、それによって指定管理料を精

算するというようなことはしておりません。

あくまでも指定管理者の収入になるというこ

とで基本的には進めているものであります。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 田んぼダムについてなんですが、効

果が一定見込めるということでこういった事

業をさらに進めるんですが、この程度だとな

かなかいざというときに、水位が上がる、内

水の量が一気に流れ下らないとなるのに、な

かなかたどり着かないということですが、こ

んな計画をずっと続けていく見通しを持って

いるかどうかお聞きしておきたいと思います。 

   ひなの湯の長寿命化計画は別な計画と、要

するに施設そのものの長寿命化だということ

ですが、施設として利用される、利用しやす

いというのも長寿命化の一つの要素、建物の

強度とかそういうものだけではなくて、より

利用しやすい施設にしていくことが長寿命化

という、そういった観点の見直しなどはある

のかどうか。より利用しやすければ、利用が

ずっと、長寿命化といいますか、そうなるの

ではないかという発想があるのかどうかお聞

きしておきたいと思います。 

   それから、農商工連携ですが、新商品開発

はですね、町内の任意団体などとか農業者で

すが、これまでなかなかそういったことが、

もう何年と望んではきたけれどもそうならな

かったというところを突破口を開くような仕

掛けといいますか、この施設を使ってくださ

いとか、何かそういったものがないと、食べ

物類ですから、簡単に先に設備投資をして新

商品というわけにいかないので、農業者とし

てほとんど手を出せないようなものになって

いくのかどうかですね。その辺どう考えてい

るのか、どんな段取りなのかお聞きしておき

たいと思います。 

   指定管理料に関連してですが、基本的に契

約はすると、どのぐらいの人においでいただ

くというふうにあるんですが、それでも、施

設として、利用者が増えると収入も増えて運

営も楽になるというものと、頑張って利用者

を増やすと経費だけが増えていくというのを

同じくくりにして、同じようなやり方にする

と、本当はこうやると増えるんだけど経費が

うんと増えるので、あまり利用者が増えない

ような運営をしようということになりはしな

いかという点で、この同じ一くくりで、人が

増えたときに収入が増える、来場者が増えた

ときに経費だけが増えるというのを一くくり
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じゃないように、考え方も少し整理すべきで

はないのかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

   道の駅河北に電気自動車用の急速充電設備

については、令和６年度中に何か更新の動き

があるのか。民間によってなので予算がない

のは分かりましたが、それが７年度の話なの

か、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

   道路新設改良については、ぜひしっかりや

っていただきたいと思います。 

   以上、もう一度お聞きします。 

○佐藤委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 84、

85ページの田んぼダムについての再質問でご

ざいますけれども、この事業につきましては、

稲刈りが終わってからしかできない工事とい

うこともありますし、また、この事業は国、

県の補助をいただきながら行っている事業で

ございますので、一挙にというようなところ

はなかなか難しいかと思うんですけれども、

続けていきたいと考えておりますし、また、

多面的機能支払交付金事業、農地・水でござ

いますけれども、こちらのほうでも事業がで

きるとなりましたので、各組織のほうにも働

きかけをしながら田んぼダムの面積を増やし

ていきたいと考えているところでございます。 

   あと、86、87ページの農商工連携事業につ

いてのご質問でございますけれども、加工施

設ということでございますが、基本的に町で

加工施設は所有しておりませんので、こちら

につきましては、例えば加工するところだけ

を外部委託するとか、そういったことも想定

されますので、まずはご相談いただきながら

進めていきたいと考えております。 

○佐藤委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 ひなの宿の長寿命化計画に

ついての再質問でございます。客間間の音、

壁ということで、利便性を向上させる上では

必要かなとは思っておりますが、このたびの

長寿命化計画につきましては、現在の施設の

耐用年数より長く維持していくための修繕等

の計画となることから、こういった改修につ

いてはこの計画の中には入ってこないだろう

と思っております。 

   それから、道の駅の急速充電器の設置につ

きましては、令和７年度中の国の補助も含め

て現在協議をさせていただいておるという状

況でございます。 

○佐藤委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 指定管理料に

おけます利用料収入の考え方になろうかと思

いますが、指定管理者のいろんな努力がある

かと思いますので、そういった内容の評価、

検証が当然必要かと思います。それにつきま

しては、基本的には毎年担当課のほうでそう

いったものを評価、検証して、次の年度の指

定管理料の予算に反映するものと思いますし、

町側としましても、全体的には、中間検証と

いうことで、５年の中間年には評価、検証も

全体的には行っているというふうにしている

ところであります。 

○佐藤委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 指定管理料についてでありますけれ

ども、評価、検証で、頑張ったら経費が増え

るだけのそういった施設で大いに頑張ってと

いうふうになったときには、例えば翌年度な

どにはとか年度途中からとか、すごく企画が

受け入れられて利用者が増えて、経費だけが

増えるなどというときには相談すると、相談

に乗れるという体制はあるということでよろ

しいんでしょうか。 

○佐藤委員長 １点でよろしいですか。（「は

い」の声あり）「牧野政策推進監兼企画財政

課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 当然、年度内
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におきましても補正予算といったこともござ

いますので、指定管理者側と協議して進めて

いければなと思います。 

○佐藤委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 終わります。 

○佐藤委員長 以上で７番木村章一委員の質疑を

終わります。 

   これで５款から８款までの質疑を終わりま

す。 

   次に、９款から14款までの質疑の通告を求

めます。 

   （１番、４番、７番、９番、10番、14番の

通告あり） 

   １番、４番、７番、９番、10番、14番。落

ちございませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   落ちなしと認めます。 

   それでは、「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 それでは、私から１点質問いたしま

す。 

   116ページ、117ページ、10款１項６目ＩＣ

Ｔ教育推進費、デジタル教科書使用料116万

3,000円であります。事業内容として、指導

者用及び小中学校学習用デジタル教科書使用

料と説明がございました。 

   そこで質問ですけれども、中学校では数学、

小学校では算数のデジタル教科書という説明

がありましたが、この数学・算数に決めた理

由はどのようなことなのでしょうか、まず１

つお聞きします。 

○佐藤委員長 14番委員に申し上げますが、まず

と言いましたけれども、その１点でいいんで

すか。（「はい、１点でよろしいです」の声

あり）「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 116、117ページ、10款１項

６目ＩＣＴ教育推進費のデジタル教科書使用

料についてでございます。 

   今委員からありましたとおり、この予算に

つきましては、全小学校の算数、あとは中学

校の数学の分ということで、あと指導者と児

童生徒の分となってございます。 

   そこに決めた理由でございますけれども、

現在、デジタル教科書、児童生徒用につきま

しては英語が全て今入っている状態でござい

ます。あと算数についても一部の小学校で入

っている状態でございます。国のほうでも英

語、算数・数学については力を入れており、

これらについては国からの補助金があるもの

でございます。このたび、その分入っていな

いところもあるわけですので、全ての小学校

に算数については導入をしていこうという考

えの下、今回の予算計上となったところでご

ざいます。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。 

   それでは、このデジタルの教科書の効果を

教育現場ではどのように捉えて活用されてい

るのでしょうか、そのことをお聞きしたいと

思います。 

○佐藤委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 今課長からあったように、全国的

には、外国語（英語）、そしてその次に算

数・数学が段階的に取り入れられているとい

う状況にあります。例えば、外国語（英語）

であれば、その場においてリアルタイムにネ

イティブの発音が聞ける、そしてヒアリング

能力の向上等にもつながる、そういった効用

があります。算数・数学であれば、図形の移

動とかグラフの作成、そういった作成過程を

示しながら視覚的的に児童生徒に対して共有

できるという便利さがあります。 

   例えば、昔、我々が教師時代に、そういっ

た図形等拡大したり縮小したりしたものを前

もって教材作成として作成しなければならな

かった。それが一瞬にして画面に示されるわ

けです。そうすると教師のいわゆる教材作成
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の時間が軽減されるという、そういったよさ

もあります。 

   ほかにたくさんよさはありますけれども、

よさと不便さもありますので、その辺を兼ね

備えて活用しているところであります。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。すばらし

い教科書ですね。今のデジタル世界では、こ

ういう教科書を使って視覚的にも訴えるよう

な教育がやはり進められているんだなと、今

の説明で分かりました。理解しました。 

   これは継続事業でありましたので、今回、

数学・算数という教科書が入りまして、その

前に英語が入ったという説明でありましたけ

れども、そのほかにはどのような教科書があ

るのでしょうか、そのこともお聞きしたいと

思います。 

○佐藤委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 そのほかには全ての教科書がデジ

タル教科書としてあります。ただ、それを購

入するにはかなりのお金がかかるということ

で、現場の要望等をよく聞きながら学校の必

要性に応じて準備したいなと考えているとこ

ろです。 

○佐藤委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 よく理解しました。ありがとうござ

いました。 

   以上です。 

○佐藤委員長 以上で14番細矢誓子委員の質疑を

終わります。 

   次に、「10番林智委員」 

○林委員 では初めに、110ページ、９款１項１

目非常備消防費の中の非常備消防費というこ

とで、その中に消耗品367万7,000円とありま

すが、この消耗品、主なものはどのようなも

のかお願いします。 

   次に、同じく110ページ、９款１項３目消

防設備費の中の消防設備費として電気通信工

事31万8,000円とあります。これもどのよう

なものなのか、説明をお願いします。 

   同じく110ページ、９款１項３目消防設備

費の中で建築工事ということでポンプ庫の撤

去と新築工事とありますが、工事内容等説明

できる中で、大きさであったり間口等といっ

たところを説明お願いします。 

   次に、112ページ、９款１項５目地域防災

費の中の地域防災費として山形県衛星通信シ

ステム第３世代工事負担金とあります。こち

らのほう、工期はどのようになっているのか

お知らせ願います。 

   また、同ページ、９款１項５目として防災

士養成講座受講負担金とあります。来年度、

何名程度の受講を見込んでの金額なのかお知

らせ願います。 

   次に、同じく112ページ、９款１項５目地

域防災費の中で電気通信工事ということで防

災行政無線ということでありますが、こちら

のほうもどのような工事になるのかお知らせ

願います。 

   次に、118ページ、10款１項８目谷地高等

学校支援費としまして谷地高県外生朝食支援

事業委託ということで、先日ご説明がありま

したが、県外から来られた生徒に対して登校

日の朝食をひなの宿で提供という説明を受け

ました。予算の中では、1,000円の食事を500

円負担ということで、２人分を100日見てい

るという説明を受けましたが、なぜ100日な

のか。登校日と考えれば200日とかそれだけ

の日数があると思われるんですが、その100

日という選定基準というのをお知らせ願いま

す。 

   あと、すみません、ページ戻るのですが、

116ページ、10款１項６目ＩＣＴ教育推進費

ということで、先ほど同僚議員からもありま

したが、ＩＣＴ教育ということでデジタル教

科書の使用料ということですが、デジタル教
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科書の利点、多々あるという中で、反面、デ

ジタル教科書を使用することにより集中力の

低下であったり学習能力の低下というものが

見られているという報告もあるようで、欧米

ではデジタル教科書から紙の教科書に戻って

いるという話も聞いていますが、そういった

ことも検討の上でのデジタル教科書使用とい

うことなのか、お知らせください。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 お答え申し上げます。 

   まず１点目、予算書110、111ページ、９款

１項１目非常備消防費の消耗品についてのお

尋ねであります。 

   こちらにつきましては、消防学校の図書の

教材費であったり、あと団員服、靴、ヘルメ

ットなど様々なものを消耗品として計上して

おります。その中でも特に大きく考えており

ますのが、防火衣・防火帽一式、こちら１か

ら５分団と自動車分団の正副分団長さん12名

おられますけれども、この方々に対する衣服

の貸与ということで考えている、これが一番

大きな部分かと考えております。 

   そのほかにも、新入団員が入ることを想定

して、それぞれの制服、装備品を整えられる

ような措置ということで考えております。 

   同じページの９款１項２目常備消防費の建

築工事でありますが、こちらはポンプ庫の撤

去及び建築工事ということで、現在、松橋東

にありますポンプ庫を老朽化などもございま

して撤去する計画がございます。この撤去に

代わるものを松橋西地内に、同じ場所ではな

く、同じ松橋地内に町の土地がございますの

で、そこに新たなポンプ庫を設置するという

工事内容になります。この新しいポンプ庫が

建ち次第、中の荷物を動かして、今使ってい

ただいているポンプ庫を解体撤去するという

一連の工事になります。 

   同じページで常備消防費の電気通信工事で

ありますが、31万8,000円。こちらは、災害

が発生した場合に、あるいは発生するおそれ

がある場合に、消防団、水防団の皆様方、幹

部の皆さん方が役場のほうに集合いただくと

いう形になるわけなんですけれども、その集

合場所に使っていただいているのが２階の

201会議室となります。現在はそこまで据置

型の無線機を持っていけない状況になってお

りますので、その201会議室で無線機を使用

できるようなケーブル延長の工事ということ

になるます。 

   あとは112、113ページの９款１項５目地域

防災費の電気通信工事についてお答えしたい

と思います。 

   こちらは防災行政無線の更新工事でありま

す。現在の防災行政無線が平成25年度に整備

されたものでありますが、採用しております

ＭＣＡ無線というサービスが令和11年５月31

日をもって停止されると決定しております。

こういった決定事項、あるいは機器の耐用年

数である10年を経過しているために、この工

事を行いたいというものであります。 

   システムの更新のほかに主な工事内容とし

ましては、現在ある子局に加えて４か所、根

際、ひな市、谷地工業団地、笹本の４か所に

子局を追加するというもの。あとは、既存の

スピーカーを生かしつつ、大型スピーカーに

更新するものが６か所。高性能スピーカーへ

の更新を予定しておりますのが３か所。この

ように、システム更新に合わせて、なお現在

の施設整備を生かしながら工事を行ってまい

りたいという内容になります。 

   同じ地域防災費の中の防災士養成講座受講

負担金ということでありますけれども、令和

７年度におきましては７名の受講を見込ませ

ていただいております。 

   あと一番最後、残り１つかと思うんですが、
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第３世代化工事負担金につきまして、スケジ

ュールを県から示されているんですが、少し

答えを整理する時間をいただければと思いま

す。即答できなくてすみません。まとめさせ

ていただきます。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 118、119ページ、10款１項

８目谷地高等学校支援費、谷地高県外生朝食

支援事業委託料についてのお問合せでござい

ます。 

   谷地高等学校におかれましては、来年度の

入学生から県外生からも募集するという宣言

がありまして、実際募集のほうは行っている

ところでございます。それに合わせまして町

としまして支援していきたいということであ

ります。家賃等への支援事業のほかにこの県

外生の朝食支援というところでございます。

中身につきましては、ありましたとおり、ひ

なの宿で現在１食1,000円で提供されており

ます。そのうちの半分程度を補助したいとい

うものでございます。 

   お尋ねの100日にした理由ということであ

りますけれども、学校全て行きますとやはり

200日前後の登校日数がありますけれども、

まずは100日程度というところでの支援をし

たいという考えでございます。 

○佐藤委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 ＩＣＴのいわゆるデジタル教科書

を使用した場合の不便さについてのご指摘に

ついてお答えいたします。 

   確かに議員ご指摘のとおり、便利さと不便

さ、いわゆる弊害なんかもご指摘されている

のは承知しているところであります。例えば

です。理科において実験の場面を見せてそれ

で終わりという授業、これはやっぱり弊害だ

と。いわゆる直接体験がなしで、いかにも体

験したような経験を味わわせるようにする、

これは駄目だなと思います。それを活用して、

一つのヒントとして使うのであればよいとい

うことであります。それから、こういったＩ

ＣＴ機器を使用しますと同時に記録されるわ

けです。と同時に、やっぱり書く機会が少な

くなるということで書く力が衰える、こうい

ったところも指摘されております。さらには、

集中力とありましたけれども、私が捉えてい

るのは、これを使用することによって視力が

衰える、そういった現象も報道されていると

ころであります。 

   それから、教師にとっては、例えば採点も

してくれるもので、昔はそれぞれ採点を教師

自らがやっていた。その違いといったときに、

本当にその子一人一人の弱点を見抜いている

かどうか、その辺なんかも指摘されておりま

す。 

   要するに、メリットとデメリットをよく判

別して、やっぱりメリットを大いに活用す

る。デメリットを補うための教育現場での手

法、それも考えていかなければいけないなと

思っているところです。 

○佐藤委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時４１分 

     再 開  午後１時４３分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 大変失礼いたしました。

先ほど答えを保留させていただきました山形

県衛星通信システム第３世代化工事負担金で

あります。 

   県において行う工事に対しまして負担金を

市町村に求められたという内容でございます

が、県におきましては工事に今年度中に着手

をしております。最終的には令和８年度まで

かかる工事ということで作業工程表は示され

ておりますが、一方で、ちょっと詳しい事情

は、すみません、承知していないんですが、
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これも変更があり得るという内容のようです

ので、あくまでも現時点での予定ということ

でお受け止めをお願いできればと思います。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。それでは、再

質疑させていただきます。 

   110ページ、９款１項３目消防設備費の中

の建築工事ということで、ポンプ庫の建て替

えが場所が変更になって新しくということを

今説明を受けましたが、建物の大きさとして

どの程度になるのか。消防団が所有する小型

積載ポンプが入れるような間口の大きさにな

るのか、可搬ポンプだけのような今までの大

きさになるのか、その辺大きさ等をお知らせ

願います。 

   次に、112ページ、９款１項５目地域防災

費の中の今ありました山形県衛星通信システ

ム第３世代工事負担金ですが、工期は令和６

年から８年度ということで分かりました。と

いうことは、現在は第２世代に当たるものを

使っているのか、また、使用する中で利用負

担金というのは発生していないのか、この予

算書の中に明記はないのですが、そこの説明

をお願いします。 

   また、同じく９款１項５目の中の防災士養

成講座受講負担金ということで、来年度は７

名ということでありますが、新しい防災士の

方をそうやって育てることもとても大切なこ

とではありますが、新しく増やすだけじゃな

くて、今まで防災士になられた方のスキルア

ップというようなことをどのようにしている

のか、その辺説明お願いします。 

   また、同じく112ページ、９款１項５目地

域防災費の中の電気通信工事費ということで、

防災行政無線の更新という説明をいただきま

した。そういった中で、スピーカー、４か所

増設のほかに、６か所を大型化、また３か所

を高機能化という説明を今いただきましたが、

大型化する予定の場所がもしお知らせいただ

けるならどの辺なのか、また大型化した場合

にどのような効果があるのか、また、３か所

の高機能化したスピーカーというのは、どの

ようなものを高機能化したスピーカーという

のか、説明お願いします。 

   あと、118ページ、10款１項８目、谷地高

県外生朝食支援事業委託ですが、まずは100

日からということでありますが、来られた場

合、やはりふだんの生活、学校への登校日の

ほかにもちろん部活動等がある中で、残され

た日数というのは自炊するべきという考えで

の100日なのかのご意見を伺います。 

   最後に、116ページ、10款１項６目のＩＣ

Ｔ教育推進のほうでの、いろんなメリット、

デメリットがあるという中でありますが、や

はりいいところ、悪いところある中で、機械

を通さず人が対峙するところでの人間らしさ

というのも教育の中でとても大切になってく

る部分だと思います。そういったところもし

っかり加味しながら今後とも議論、検討いた

だきながら、このＩＣＴのほうは進めていた

だければと思います。 

   以上です。よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 10番林智委員に申し上げますが、

防災士について、資格を取った後どうしてい

るのかというのは６年度の話になります。７

年度どうしようと考えているのかということ

に対する答えでいいですか。（「はい」の声

あり） 

   暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時４８分 

     再 開  午後１時５１分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 大変失礼いたしました。 

   消防施設費のポンプ庫撤去及び建設工事の
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中での大きさ、サイズということでのお尋ね

かと思います。当該用地につきましては、当

該用地の面積がそもそも92.81平方メートル

でございまして、その中に幅4.5メートル、

奥行き６メートルの想定で新しいポンプ庫を

ここに造りたいという予定でおります。 

   あとは、電気通信工事の防災行政無線、こ

ちらは地域防災費でありますが、防災行政無

線更新工事に対するお尋ねをいただきました。 

   大型スピーカーへの更新６か所と先ほど申

し上げたんですが、６か所の場所が、西里小、

溝延小、サハトべに花、河北中、旧の谷地西

部保育所、北谷地小学校の６か所になります。 

あと、高性能スピーカーへの更新につきまし

ては３か所、それが天満、健康の森、山口の

箇所になります。 

   スピーカーの性能としましては、大型高性

能スピーカーということなんですけれども、

従来のスピーカーに比べまして距離による音

の減衰が少ないと、減りが少ないということ

です。均一で明瞭な声を伝えることに優れて

いるという商品、端的に申し上げて、近くで

優しく、遠くではっきり聞こえるという仕様

になっているようでして、こういったスピー

カーに交換したいということであります。 

   同じ地域防災の中で、防災士のスキルアッ

プ、令和７年度に向けてということで頂戴を

いたしました。 

   こちらにつきましては、特別、スキルアッ

プ用の講座を受講していただくとかという考

えはございませんが、ただ、令和５年度から

河北防災士の会をコロナ禍を経て復活して意

見交換の場を再開しておりますし、また、令

和７年度に向けてということで言いますと、

いわゆる町の予算の関わりはないところで、

もともとお勤めの場の都合とか個人の資格趣

味とかの部分で防災士になられた方々もおら

れますので、そういった方々も含めて会に入

っていただいてスキルアップを進めていこう

という考えがありますので、予算的には見ら

れておりませんが、そういった機会を生かし

てスキルアップにつなげていければなと思っ

ているところです。 

   あとは、これも６年度の予算になりますけ

れども、今年度から水防訓練や総合防災訓練

に参加していただいた防災士の方に謝礼をお

支払いして、代わりにと言ってはなんですが、

訓練に参加していただいた意見、感想あるい

は改善点、こういったものを出していただく

ような場も今回設けましたので、そういった

ものも来年度以降引き続き行っていって、結

果、スキルアップにつながればいいのかなと

思っているところです。 

   あと、最後になるかと思いますが、衛星通

信システム第３世代工事負担金ということで

すけれども、まず、今現在、第２世代から第

３世代に移行している途中という中で工事の

負担金を今回求められたということです。恐

らく、その後の運営という部分においても県

も負担するし市町村も負担するという流れに

なるかとは思いますが、今現在、具体的にじ

ゃあ河北町は幾らというのは来ておりません。

令和７年度においては、今のところこの工事

負担金のみということであります。 

○佐藤委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 10款１項８目谷地高等学校

支援費の中の谷地高県外生朝食支援事業委託

料についてでありますけれども、100日以外

のところは自炊すべきの考えかというところ

でございましたけれども、個人それぞれある

かと思います。こういった支援を出しますが、

全て自炊するという考えの方もおられれば、

ひなの宿の朝食が大変好きでずっと食べてい

きたいという方もおられるかと思いますが、

まずはこの100日分の500円分相当を支援した

いという考えでございます。 
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○佐藤委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。 

   今の110ページ、９款１項３目消防設備費

の建築工事のポンプ庫ですが、間口4.5メー

ター、奥行き６メーターということですので、

車が入れる大きさというのは受け止めました。

もちろん入り口もそういったところで、車、

車両が入れる大きさにしていただけるのかと

いうところを改めて、間口、扉の大きさです

ね、そこを改めて確認させていただきます。 

   次に、112ページ、９款１項５目地域防災

費の電気通信工事です。スピーカーの大型化、

高機能化ということで、音の減衰が少ない、

聞き取りやすい設備になるということであり

ますが、これは、大型化したところも高機能

化のところも性能的には同じように音の減衰

が少ないスピーカーということなのか、そう

いう捉え方でいいのか、大型化と高機能化の

違いがあるのかを改めてもう一度確認させて

いただきます。 

   また、112ページ、９款１項５目の山形県

衛星通信システム第３世代工事負担金ですが、

今使っているものが第２世代だと思うのです

が、その利用に関する負担金は発生していな

いのかというところを確認させていただきた

いと思っていました。第３世代に新しくなっ

てからではなく、現状どうなっていたのか、

今も払っているのか、その辺どのようになっ

ているのかお聞きします。 

   同じく９款１項５目、防災士養成講座とい

うことで、来年度は会員の拡大というか、新

しく任意で取られる方も交えながらというこ

とでありますが、防災士は地域リーダーとい

う立場であり、そういった方がより地域のた

めに防災に対する知識を住民の方に啓発運動

できるように、ぜひ会員活動のほうをお願い

したいと思います。 

   118ページ、10款１項８目、谷地高県外生

朝食支援事業ですが、様々な考えがあるとい

うことではありますが、河北町、谷地高のた

めに頑張ろうということで、県外生を受け入

れながらの谷地高支援ということを打ち出し

ているわけですから、取りあえずとかという

ことではなく本気で支援するということで、

やはりそういったことを今後もう一度しっか

り検討しながら、100日と言わず、学校があ

る日などとできるようにしっかり検討のほう

を今後進めていただきたいと思います。 

   以上です。 

○佐藤委員長 10番林委員の質疑の途中でありま

すが、ここで２時15分まで休憩させていただ

きます。 

     休 憩  午後２時００分 

     再 開  午後２時１５分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   委員長から申し上げます。10番林智委員、

山形県衛星通信工事負担金についてもう一度

質疑をお願いします。「10番林智委員」 

○林委員 失礼しました。改めて、112ページ、

９款１項５目地域防災費の山形県衛星通信シ

ステム第３世代工事負担金の件に関して質疑

をさせていただきます。 

   令和７年度における、今使っている第２世

代と思われるシステム、第２世代システムの

利用負担金というのは明記がないのですが、

利用負担金が発生しないのか改めてお伺いし

ます。 

○佐藤委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 度々失礼いたしました。 

３点いただいていると思います。１点目から

順に申し上げたいと思います。 

   まず、新築いたしますポンプ庫への収納と

いうことかと思いますけれども、いわゆる軽

積載車、軽自動車が２台収容できるスペース

を確保したいという考えであります。 

   防災行政無線更新工事のスピーカー、大型
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と高性能と紹介させていただいたんですが、

その違いということかと思うんですけれども、

いわゆる６連スピーカーと４連スピーカーの

違いということで、特徴的には同じです。そ

れぞれの能力が違うということでご理解をお

願いいたします。 

   ３点目、ただいま改めていただきました県

の衛星通信システム第３世代工事負担金に関

してでありますが、利用負担金については現

状もございません。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。９款１項３目

の建築工事、ポンプ庫の件は了解しました。 

   112ページ、９款１項５目地域防災費の電

気通信工事ということで、スピーカー、６連

のものと４連のものということで、大きさの

違いにより名称の違いということも了解しま

した。新しいスピーカーになり性能の向上に

より、近くでは優しく、遠くまでしっかり聞

こえるというお話でした。現状としては、ス

ピーカーが設置されている近くの方がやはり

どうしても音が大きくてという話を聞いてい

ますので、その辺しっかり設置するに当たり

検証しながら、よりよい防災システムになる

ように実施していただければと思います。 

   また、衛星通信システムの件も了承しまし

た。 

   以上で質疑を終わります。 

○佐藤委員長 以上で10番林智委員の質疑を終わ

ります。 

   次に、「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 それでは、私から質問させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

   128、129ページ、10款４項５目社会教育施

設費でございます。その中の女性・青少年セ

ンター費の中の管理業務委託料28万8,000円

あるんですけれども、これについて、委託先

と、あと管理業務の内容はどういう内容なの

か教えていただきたいと思います。 

   同じく、その下、３番、交流館遊蔵費の中

の同じく管理業務委託料428万3,000円とあり

ますけれども、これの委託先と委託管理業務

の内容を教えていただきたいと思います。 

○佐藤委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 128、129ページ、10款４項

５目社会教育施設費の中で、最初は女性・青

少年センター費の管理業務委託で、委託先と

してはべに花の里振興公社でございます。内

容としては、施錠とかということもあり、使

用に関する使用料の収納も含めた日常の貸館

の業務であります。あとは、日常的な清掃と、

あと防火点検なども含めた業務でございます。 

   交流館遊蔵費の中で管理業務委託料では、

同様に委託先としてはシルバー人材センター

に委託をしてございます。内容としては、貸

館業務といいますか、業務の管理でございま

す。その中で、受付、対面の受付あるいは電

話等での受付といったことが主になってござ

いますが、日常的な清掃も含めて管理業務と

いうことで委託をしている状況でございます。 

   今後も、７年度についても同様の想定をし

ているところでございます。 

○佐藤委員長 「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 女性・青少年センターのほうの管理

業務委託料についてですけれども、今課長か

ら説明を受けたんですが、委託先としまして

はべに花の里振興公社ということなんですけ

れども、これについては、体育館のほうの指

定管理業者が振興公社になっている関係で、

こちらのほうの青少年センターのほうもして

いると思うんですけれども、青少年センター

を借りるときの申請とか鍵の授受とか、そう

いうのは全部体育館のほうに行ってするわけ

ですよね。 

   そうすると、私は、体育館のほうでそうい
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う業務をやっているわけですから、請け負っ

ているわけですから、この管理業務委託料と

いうのは指定管理業者である振興公社のほう

の業務に入れても問題ないんじゃないかと。

要するに、ここで管理業務委託料として振興

公社のほうに委託料を払わなくとも、指定管

理料の中で振興公社が実際にあそこをやって

いるわけですし、それでセンターのほうには

常駐して管理人というかそういう人を置いて

いるわけでありませんから、振興公社のほう

でやる仕事で含まれるんじゃないかと私は思

うんですけれども、それについてお伺いした

いということが１つ。 

   あと、遊蔵のほうについては、シルバー人

材センターのほうで一応担当してくださって

いるわけなんですけれども、内容的には、遊

蔵には屋内運動場とあと郷土資料館、２つの

施設があるんですけれども、それのすみ分け

というか、管理の割り振りというのは特にな

いとは思うんですけれども、この金額428万

3,000円というのは月に直すと大体35万円ぐ

らいになりますか。だと、内容がそれだけ果

たしてあそこに、留守番と言っちゃおかしい

ですけれども、用具の受付とか貸出しとか、

あとは中の清掃とか外回りの整理とかあるか

と思うんですけれども、その金額の根拠です

ね。428万3,000円というその根拠がどのよう

なものなのかについて教えていただきたいと

思います。 

○佐藤委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 128、129ページの女性・青

少年センターの管理業務委託料につきまして

は、現在、令和６年度におきましてもべに花

の里振興公社に委託をしております。業務管

理委託をしております。体育館においては指

定管理ということで、べに花の里振興公社に

指定管理をしてございます。 

   先ほど話もありましたが、収入を得られる

ような施設なのかどうかというところもあり

ますし、女性・青少年センターについては一

つ大きなものとして、１階部分については適

応指導教室ゆうゆうが占有してございます。

また、青年会議所においても、旧事務室とい

いますか、事務室の半分、スペースを占有し

ている状況もあり、２階の多目的ルームのみ

貸館できるという状況の中で、指定管理でそ

の施設、建物を自由に使える、収入ができる

ような利用できるような施設にできることは

当然不可能なところもあり、町として建物の

維持管理については直接行っておりますが、

貸館、鍵を開けたりというと、やはり近くに

振興公社のいわゆる町民体育館で指定管理と

いうことで職員が常駐してございますので、

貸館、いわゆる鍵を開けて閉めて、また清掃

なども含めて業務を委託しているというとこ

ろでありますので、指定管理にはそぐわない

と判断して、今の状況で来年度についても同

じような予算計上をしているところでござい

ます。 

   遊蔵につきましては、金額的なところであ

りますが、遊蔵の施設につきましては、基本

的に朝の９時から夜の９時、12時間利用でき

るわけです。いわゆる運動施設については12

時間で、郷土資料室については８時間、朝の

９時から夕方５時までになっています。ただ、

準備あるいは清掃等も含めて30分の前後の時

間も設けて、１日当たり13時間そこに誰かが

常駐しなければならないということでシルバ

ー人材センターのほうに、最低１人は常駐し

ていることになっております。その人件費、

あるいは清掃等も含めたところでの維持管理

を含め、シルバー人材センターに事務費相当

分というのもありますので、そういった費用

を積算しましてこの金額になったところでご

ざいます。 

○佐藤委員長 「９番鈴木英友委員」 
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○鈴木委員 ありがとうございます。 

   女性・青少年センターのほうの管理委託料

ですけれども、今課長の説明では、今までも

こういう形でべに花の里振興公社に指定管理

料とは別に管理委託料を払ってきているとい

うことなんですけれども、私は、今回この予

算を組まれているわけなんですけれども、あ

そこの指定管理業務にそぐわないという話じ

ゃなくて、実際にあのセンターは、今課長か

ら話があったように、１階部分はそういう形

で貸して、貸出しというのは２階部分のこと

をやっているわけです。鍵なんかも体育館の

を持っているわけですから、実際は体育館で

管理しているわけなので、指定管理の中には

そぐわないというんじゃなくて、そこの中で

やってもらうようなことも考えても十分問題

ないんじゃないかということを申し上げたい

ものですから、その辺はぜひ検討いただきた

いと思っているわけなんです。どうなんでし

ょうか。 

○佐藤委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 まず指定管理する場合には、

どの施設を管理をしていただくかということ

で、今はべに花の里振興公社に、町民体育館

も含め、ひなの湯あるいはサハトべに花等々、

プールも含めていろいろありますけれども、

女性・青少年センターについては指定管理を

行っておりません。というのは、先ほど申し

上げたように、全面的に管理をお願いすると

いうよりも、１階部分、占用しているような

ところもあり、町直営で管理をしていかなけ

ればならない状況も出ているということもあ

ります。ですから、女性・青少年センターも

含めた指定管理はできないという中で、貸館

業務、受付等については一部分について業務

委託を行っているというのが現状であり、今

後もその考えで予算計上しているところであ

ります。 

○佐藤委員長 「９番鈴木英友委員」 

○鈴木委員 はい、分かりました。私も大変勉強

不足なところがあってあれなんですけれども、

今日の質問はここで終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○佐藤委員長 以上で９番鈴木英友委員の質疑を

終わります。 

   次に、「７番木村章一委員」 

○木村委員 104ページ、８款３項１目河川総務

費でありますが、ここに溝延築堤及び槇川…

… 

○佐藤委員長 ９款からになっていますので。 

○木村委員 ごめんなさい。ちょっと間違えたか

な。失礼しました。 

   112ページですね、９款１項５目電気工事

費として２億6,000万円余りの予算化になっ

ていますが…… 

○佐藤委員長 款項目節をお願いします。 

○木村委員 112ページ、９款１項５目電気工事

費ですね。防災行政無線の更新ということで

ありますが、内容等については同僚議員の質

疑で明らかにされておりますけれども、運用

方法について、これまでも１分以内にしなき

ゃいけないとかいろいろとありましたが、そ

ういった運用方法。日常的な故障があるかど

うか確認するようなことも兼ねた放送という

ことと、あと非常時に使う運用があるんです

けれども、そういった運用方法が変わるのか

どうか。それに基づいて、電話でも放送して

いる内容聞けるというものがあるんですが、

何回か求めてきましたが、電話して聞こうと

すると結構長い時間待つ時間があるようなテ

レホンサービスになるんですが、そういった

ところなんかも改善されるかどうかお聞きし

ておきたいと思います。 

   それから、114ページですね。10款１項１

目町人材育成奨学金、令和６年度は400万円

あったものが令和７年度はゼロ円になったと
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いうことですけれども、このことについてで

すね、何年も続けて、毎年毎年申請していた

だくんでしょうけれども、それがなくなると

いう場合に、当てにしていた大学生、これを

当てにして大学に進んでいた方々などについ

てはどんなフォローアップ、支援をする予定

なのか、お聞きしておきたいと思います。 

   それから、124ページ、10款４項１目、文

化教室の印刷費１万3,000円ありますが、婦

人文化教室が文化教室ということで女性限定

を廃止すると。それの一つの流れとしてこう

いった印刷費が出てきているようですが、そ

の女性限定が廃止になるというのは、どんな

いきさつで、どんな内容になっていくのかに

ついて説明を求めたいと思います。 

   それから、138ページ、条例改正もありま

したが、13款１項３目、犯罪被害者等支援と

いうことでありますが、この内容について、

改めてどんな支援がされるのかということに

ついてお聞きしたいと思います。 

   予算額一定ありますが、これは、ここで予

算がなくなればもう打切りとなるような性質

のものなのかどうかについてもお聞きしてお

きたいと思います。 

   以上、お聞きします。 

○佐藤委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 お答えを申し上げます。 

   まず、予算書112、113ページ、９款１項５

目地域防災費の電気通信工事に関してのお尋

ねをいただきました。 

   使い方につきましては、従前のもの、現在

のものと変わらず、運用、使い方としては変

わらずということであります。 

   あと、関連してご質問いただきました、聞

き逃した方向けのテレホンサービス、どうし

ても再生してみると間が空くのが課題だとい

うことで、これはもう従前より議員からは問

題視していただいておりますが、確かにテレ

ホンサービスについては、令和６年１年間で

月平均23.8回という利用回数、現にあるんで

すけれども、今回の工事をもってしても間延

びする間隔を短くするというのはちょっと困

難な内容になっています。 

   ただと言ってはなんですが、今回の更新工

事に合わせまして、防災行政無線と関連して、

エリアメールであったりＬＩＮＥであったり

ということで避難情報の発令をさせていただ

いているわけなんですけれども、これまでは

どうしても順繰り順繰りに発令するしかなか

った、時間差があったところを、一斉配信で

きるような仕掛けをこの工事の中でしてまい

りたいと考えておりますので、そこは併せて

ご紹介を申し上げたいと思うところでありま

す。 

   飛びまして、138、139ページ、13款１項３

目犯罪被害者等支援費であります。 

   ２つ来年度の予算から事業化させていただ

くものでありまして、山形被害者支援センタ

ー負担金というのは、法令外負担金として全

ての市町村から負担金がセンターに支出され

るというものであります。 

   もう１点、犯罪被害者等見舞金というのは

町独自の見舞金制度であります。考えており

ますのが、犯罪被害によってお亡くなりにな

った方のご遺族に対しまして１件30万円、同

じく被害によってけがをされた方及び精神的

な疾患を発症された方、こういった方々にも

こちらは１件10万円ということで用意をさせ

ていただきたいという考えがあります。 

   もう少し具体的にお話ししますと、考えて

おりますのが、けがの場合ですけれども、療

養期間が１か月以上、かつ、けがの場合でし

たら３日以上の入院、精神の場合でしたら３

日以上労務に服することができない程度の方、

このような要件を設けさせていただいた中で、

繰り返しになりますが、遺族見舞金は30万円、
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重傷病見舞金は10万円ということで用意した

いという考えです。 

   ご質問の中で予算がなくなればということ

でのご質問がございましたが、こういう見舞

金なり補助金なりの決まり文句として予算の

範囲内でという規定の仕方がよく見受けられ

るとは思うんですが、この見舞金についても

規定上そのような盛り込み方をするかもしれ

ません。ただ、性質上、予算がないから残念

ながら見舞金を払えませんと、早い者順です

とか抽せん順ですとか、そういうものではな

いと考えますので、そこは適宜必要に応じて

補正予算を組んだり予備費を充てさせていた

だくなどして措置してまいりたいと考えてい

ます。ゼロ件で終わることを願っております。 

   以上です。 

○佐藤委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 これまでありました河北町

人材育成奨学金給付金制度、こちらがなくな

ったということであります。来年度以降なく

なっているということについてのお尋ねでご

ざいます。 

   こちらの制度につきましては、これまで１

年間50万円を８名の方にということで、毎年

度審査をし、４年大学生に限りますけれども、

そちらの入学されている方に給付していたも

のであります。こちらの財源としまして、町

の篤志家から頂いた寄附を財源といたしてお

りました。その財源がなくなりましたので、

このほど、来年度から、令和７年度からはな

くす、凍結という形を取らせていただいたも

のであります。 

   これを待っていた方へのフォローというお

話でありましたけれども、その視点に加えま

して、新たに若者定着というところの視点も

加えた新たな制度を設けたいと考えてござい

ます。 

○佐藤委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 124ページの10款４項１目

社会教育総務費の中で印刷製本費１万3,000

円あるわけですが、これは文化教室の講師用

のテキストなどの印刷ということであります

が、先ほど婦人文化教室から文化教室に名称

を変更するというお話であります。 

   これは、町でというよりも、芸術文化団体

の一つであります婦人文化教室から、運営委

員のほうから、婦人会の解散等もありました。

五十数年続いた婦人文化教室という名称で行

ってきたわけですが、「婦人」という言葉に

やっぱり違和感を覚え、「婦人」を取って

「文化教室」という名の下に文化教室をこれ

から行っていきたいということで申入れとい

いますか相談があって、団体ですから、自分

たちでその名称で令和７年度からやっていき

たいということであります。そうすることに

よって、これまで婦人といういわゆる女性限

定の文化教室でありましたが、男性ももちろ

ん、今、ジェンダーいろいろ問題はあります

が、どなたでも参加できる、加入できる団体

として、現在19の教室がございますけれども、

その教室に広く募集をしながら男女関係なく

教室に参加していただきたいという気持ちか

ら名称を変更しているところでございます。 

   今後、広報かほく等でもこういった名称の

変更あるいは募集なども行いながら、今、機

関誌などでは名称変更ということで周知を

徐々に図っているところでございますけれど

も、来年度から男性も広く加入できる、参加

できる団体となりますので、多くの方にでき

ればというところで婦人文化教室を文化教室

に変えて、今、運営団体、運営を行っている

ところであります。 

○佐藤委員長 ７番木村章一委員に申し上げます。

10款１項１目の人材育成については項目がご

ざいません。ですので、これからの質疑につ

いては歳入及び調書のところの債務負担行為
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で質疑してください。 

○木村委員 それだけ質疑しようと思っていたの

で、質疑終わります。 

○佐藤委員長 以上で７番木村章一委員の質疑を

終わります。 

   暫時休憩します。 

     休 憩  午後２時４３分 

     再 開  午後２時４５分 

○佐藤委員長 休憩を解いて再開します。 

   委員長から申し上げます。 

   ここで、東日本大震災で犠牲になられまし

た数多くの方々に対して心からご冥福を祈り、

地震が発生しました午後２時46分から１分間

の黙禱をささげたいと思います。 

   それでは、皆さん、ご起立お願いします。 

   黙禱始め。 

   お直りください。 

   黙禱終わります。 

   ご着席お願いします。 

○佐藤委員長 ここで委員長からお諮りします。 

   本日はこれをもって延会としたいと思いま

す。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本日はこれ

にて延会とします。 

   明日３月12日は午前９時までにご参集お願

いします。 

   お疲れさまでした。 

         午後２時４７分  延 会 

 


